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明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度

二
〇

（
九
〇
六
）

明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
そ
の
生
成
と
、
性
格
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
手

（
三
）塚

堕
島

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
は
し
が
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
二
　
奮
民
法
編
纂
過
程
に
お
け
る
養
子
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
第
一
草
案
に
お
け
る
．
養
子
制
度
・
…
…
…
・
…
…
…
9
…
…
…
本
誌
前
々
號

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
第
一
草
案
の
修
正
と
再
調
査
案
に
お
け
る
養
子
制
度
…
…
…
本
誌
前
號

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
再
調
査
案
の
修
正
と
元
老
院
提
出
案
に
お
け
る
養
子
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
四
元
老
院
に
お
け
る
修
正
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
以
上
本
號

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
奮
民
法
に
お
け
る
養
子
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
明
治
民
法
と
封
比
し
て
1

　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
む
す
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
奮
民
法
編
纂
過
程
に
お
け
る
養
子
制
度
（
っ
づ
き
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
再
調
査
案
の
修
正
と
元
老
院
提
出
案
に
お
け
る
養
子
制
度

　
明
治
二
十
二
年
の
末
か
ら
翌
二
十
三
年
の
初
め
頃
、
再
調
査
案
の
作
成
が
法
律
取
調
委
員
會
内
に
お
い
て
完
了
し
た
こ
と
は
、
前
節
で
述
べ
た

通
り
で
あ
る
が
、
委
員
會
に
お
い
て
は
二
十
三
年
の
一
月
頃
か
ら
、
こ
の
草
案
を
中
心
と
す
る
討
議
が
な
じ
め
ら
れ
た
模
様
で
あ
る
。
こ
の
討
議



の
事
情
を
示
す
貴
重
な
資
料
と
し
て
、
尾
崎
忠
沿
、
清
岡
公
張
、
松
岡
康
毅
、
西
成
度
、
渡
正
元
、
村
田
保
、
北
畠
治
房
、
棋
村
正
直
、
尾
崎
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

良
等
各
委
員
の
再
調
査
案
に
封
す
る
見
解
を
集
成
し
た
「
民
法
人
事
編
二
封
ス
ル
各
意
見
」
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
つ
て
委
員
禽
の
状
況
を
推
察
す

る
に
村
田
、
棋
村
等
の
奮
慣
召
墨
守
派
と
、
松
岡
を
代
表
と
す
る
比
較
的
進
歩
的
見
解
を
有
し
て
い
た
一
派
と
の
間
に
、
は
げ
し
い
論
戦
が
行
わ

れ
た
結
果
、
大
艦
に
お
い
て
保
守
的
修
正
意
見
が
多
く
探
入
れ
ら
れ
、
再
調
査
案
が
さ
ら
に
「
家
」
の
制
度
的
強
化
の
方
向
へ
修
正
さ
れ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
か
つ
て
私
が
別
の
機
會
に
詳
論
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
返
さ
な
い
。
こ
の
再
調
査
案
に
封
す
る
修
正
討
議
は
一
、
二
ヵ
月
で
終
了
、
全
四

百
十
二
ヵ
條
の
委
員
會
最
終
確
定
案
が
完
成
し
、
委
員
會
か
ら
内
閣
に
呈
上
さ
れ
た
の
は
、
四
月
一
日
で
あ
つ
た
。
こ
れ
す
な
わ
ち
元
老
院
提
出

　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

案
で
あ
る
。
次
に
、
前
掲
「
民
法
人
事
編
二
封
ス
ル
各
意
見
」
を
参
照
し
て
、
再
調
査
案
の
修
正
事
情
を
考
慮
し
つ
つ
元
老
院
提
出
案
の
養
子
制

度
を
考
察
し
て
み
た
い
。
死
老
院
提
出
案
で
は
、
再
調
査
案
で
創
除
し
た
第
二
章
國
民
分
限
を
ま
た
復
活
し
た
の
で
、
養
子
縁
組
は
第
七
章
、
養

子
縁
組
の
離
縁
及
び
解
除
は
第
八
章
に
な
つ
て
い
る
。
次
に
そ
の
條
文
を
掲
げ
る
が
、
再
調
査
案
と
同
じ
條
文
は
特
別
の
場
合
を
除
き
、
煩
を
避

け
て
省
略
す
る
こ
た
し
た
．
そ
れ
に
つ
い
て
は
杢
酋
（
蘇
纏
四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
．

　
　
　
　
第
七
章
　
養
子
縁
組

　
　
　
　
　
総
　
　
則

第
百
五
十
九
條
（
養
子
縁
組
の
種
類
）
再
調
査
案
第
百
四
十
八
條
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
第
］
節
養
子
縁
組
二
必
要
ナ
ル
條
件

第
百
六
十
條
（
養
親
の
資
格
）
再
調
査
案
第
百
四
十
九
條
に
同
じ
。

第
百
六
十
一
條
　
家
督
相
績
ヲ
爲
ス
可
キ
卑
属
親
ア
ル
者
ハ
其
卑
属
親
ノ
正
出
子
、
私
出
子
叉
ハ
養
子
タ
ル
ヲ
問
ハ
ス
養
子
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

　
但
婿
養
子
ヲ
爲
ス
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

　
　
再
調
査
案
第
百
五
十
條
の
但
書
に
は
、
遺
言
養
子
も
入
つ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
創
除
し
た
の
で
あ
る
。
元
來
、
そ
の
但
書
に
遺
言
養
子
を
入

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
蕉
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
（
九
〇
七
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
　
（
九
〇
八
）

　
れ
て
い
た
理
由
は
、
遺
言
當
時
は
卑
屡
親
が
あ
つ
て
も
、
遺
言
人
の
死
亡
に
先
立
つ
て
、
そ
の
卑
屡
親
が
死
ん
だ
場
合
に
、
意
味
が
あ
る
と
考

　
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
棋
村
は
「
第
百
六
十
四
條
二
遺
言
養
子
縁
組
ハ
、
養
親
死
亡
ノ
日
二
家
督
相
績
ヲ
爲
ス
可
キ
正
出
私
出
ノ
子
孫
叉
ハ
生

　
存
中
二
爲
シ
タ
ル
養
子
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
効
ヲ
失
フ
コ
ト
ヲ
掲
ケ
タ
リ
。
已
二
効
ヲ
失
フ
モ
ノ
ず
ル
ニ
、
此
條
但
書
二
限
外
ト
シ
テ
之
ヲ
許
ス

　
ハ
何
ノ
爲
ナ
ル
カ
、
其
用
ア
ル
ヲ
見
サ
ル
ナ
リ
。
且
遺
言
ナ
ラ
ハ
養
子
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
許
ス
。
遺
言
二
非
サ
レ
ハ
、
養
子
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
許
サ

　
ス
ト
ノ
理
ア
ル
可
カ
ラ
ス
。
之
レ
此
修
正
ヲ
爲
ス
所
以
ナ
リ
。
」
と
し
「
但
卑
属
親
力
女
ノ
ミ
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
之
二
婿
養
子
ヲ
爲
ス
ハ
此
限
二
在

　
ラ
ス
」
と
の
修
正
意
見
を
提
出
し
て
い
た
。
こ
の
主
張
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
、
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
百
六
十
二
條
（
後
見
人
が
被
後
見
人
を
養
子
に
す
る
場
合
）
再
調
査
案
第
百
五
十
一
條
に
同
じ
。

第
百
六
十
三
條
　
戸
主
二
非
サ
ル
者
ハ
養
子
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
推
定
家
督
相
績
人
ニ
シ
テ
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

　
　
註
　
再
調
査
案
第
百
五
十
二
條
に
同
じ
。

　
　
本
條
は
、
養
子
制
度
の
根
幹
を
な
す
規
定
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
關
す
る
再
調
査
案
の
成
立
が
は
げ
し
い
論
議
の
結
果
と
推
察
さ
れ
る
こ
と

　
は
、
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
再
調
査
案
の
審
議
に
際
し
て
も
、
ふ
た
た
び
松
岡
、
尾
崎
（
忠
）
等
と
棋
村
、
尾
崎
（
三
）
、
北
畠
等
が
封

　
立
し
た
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
松
岡
は
「
戸
主
二
非
サ
ル
者
ハ
養
子
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
云
フ
禁
止
的
明
文
ヲ
置
カ
サ
ル
モ
差
支
エ
ナ
ケ

　
レ
ハ
本
條
ハ
刷
除
シ
テ
可
ナ
リ
」
と
述
べ
、
尾
崎
（
忠
）
の
賛
成
を
え
た
が
、
棋
村
の
「
非
戸
主
ソ
養
子
ハ
制
止
ス
ヘ
シ
」
と
の
意
見
に
押
さ

　
え
ら
れ
た
模
様
で
あ
る
。
棋
村
の
論
に
同
意
せ
る
者
は
尾
崎
（
三
）
、
北
畠
の
爾
名
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
委
員
の
多
歎
も
、
そ
れ
に

　
同
調
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
百
六
十
四
條
　
配
偶
者
ア
ル
者
ハ
其
配
偶
者
ノ
承
諾
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
養
子
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
配
偶
者
力
其
意
思
ヲ
表
ス
ル
能
ハ
サ
ル

　
ト
キ
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

　
配
偶
者
ア
ル
者
ハ
其
配
偶
者
ト
一
致
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
養
子
ト
爲
ル
コ
ト
ヲ
得
ス



　
　
再
調
査
案
第
百
五
十
三
條
第
一
項
但
書
の
配
偶
者
の
承
諾
を
要
し
な
い
場
合
か
ら
「
正
當
ノ
理
由
ナ
ク
シ
テ
承
諾
ヲ
拒
ム
ト
キ
」
だ
け
を
創

除
し
た
も
の
で
あ
る
。
村
田
の
「
配
偶
者
一
方
ノ
不
承
諾
ナ
ル
養
子
ヲ
彊
ヒ
テ
爲
ス
ニ
至
テ
ハ
一
家
ノ
和
睦
ヲ
破
ル
ノ
基
タ
レ
ハ
此
ノ
如
キ
場

合
ハ
成
ル
ヘ
ク
法
律
二
掲
ケ
サ
ル
ヲ
善
シ
ト
ス
。
何
ト
ナ
レ
ハ
養
子
ト
養
父
母
ト
ノ
間
ハ
實
親
子
ト
看
倣
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
配
偶
者
ノ
一

方
ハ
其
子
ト
看
倣
ス
モ
他
ノ
一
方
ハ
承
認
セ
サ
ル
ニ
至
テ
ハ
甚
タ
不
都
合
ナ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
い
う
見
解
に
も
と
づ
く
修
正
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

本
條
第
一
項
の
「
配
偶
者
ノ
承
諾
云
々
」
の
黙
は
、
再
調
査
案
も
同
一
の
文
言
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
議
論
が
あ
つ
た
よ

う
で
あ
る
。
松
岡
は
、
こ
の
文
言
で
は
「
配
偶
者
ノ
一
方
ハ
養
子
ヲ
爲
ス
ニ
付
、
承
諾
ヲ
爲
ス
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
親
子
ノ
椹
利
義
務
ヲ
承
諾
シ
タ

　
ル
ニ
ア
ラ
ス
ト
云
フ
論
孚
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
ラ
ソ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
窪
に
適
切
な
疑
問
で
あ
る
。
尾
崎
（
忠
）
は
「
承
諾
ハ
親
子
ノ
關
係
ヲ

帯
フ
ル
ノ
承
諾
ナ
リ
」
と
解
し
た
が
、
別
に
渡
は
「
養
父
母
ノ
配
偶
者
ハ
養
父
母
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
養
縫
父
母
ト
シ
タ
シ
」
と
し
て
い
る
。
渡
の

提
案
に
封
し
て
は
、
松
岡
が
「
養
繊
父
母
ト
ス
ル
ニ
ハ
賛
成
シ
難
シ
」
と
反
封
し
た
。
尾
崎
（
忠
）
は
さ
ら
に
「
承
諾
ノ
文
字
ハ
一
致
ト
改
ム

　
ヘ
シ
」
と
述
べ
「
各
員
賛
成
」
を
得
た
。
從
つ
て
、
　
「
各
員
」
は
「
承
諾
ハ
親
子
ノ
關
係
ヲ
帯
フ
ル
」
も
の
、
す
な
わ
ち
「
一
致
」
と
同
義
で

　
あ
る
こ
と
を
み
と
め
た
模
様
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
梅
ら
ず
、
ど
う
し
た
こ
と
か
元
老
院
提
出
案
で
は
、
相
攣
ら
ず
「
承
諾
」
と
あ
つ
て
、
「
一

　
致
」
と
は
攣
更
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
各
委
員
は
「
承
諾
」
の
意
味
を
、
第
一
草
案
（
に
襯
）
の
場
合
と
は
異
な
り
、
當
然
に
養
親
子
關
係

　
を
襲
生
す
る
も
の
と
、
理
解
し
て
い
た
と
、
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

第
百
六
十
五
條
　
何
人
ト
錐
モ
数
家
ノ
養
子
ト
爲
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
註
　
再
調
査
案
第
百
五
十
四
條
に
同
じ
。

　
　
尾
崎
（
忠
）
は
「
別
二
記
載
ノ
必
要
ヲ
見
ス
、
依
テ
制
除
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
意
見
で
、
尾
崎
（
三
）
の
賛
成
を
え
た
が
、
棋
村
は
「
刷
除
ス

　
ル
ハ
甚
タ
不
可
ナ
リ
」
と
し
て
い
た
。
横
村
の
見
解
は
、
養
子
が
更
に
他
家
の
養
子
に
な
る
こ
と
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
草
案
起
草
當
時

　
の
慣
習
を
、
前
面
に
押
し
出
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
（
九
〇
九
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度

第
百
六
十
六
條
　
家
督
相
績
二
因
リ
テ
戸
主
ト
爲
リ
タ
ル
者
ハ
他
人
ノ
養
子
ト
爲
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
叉
推
定
家
督
相
績
人
ハ
他
人
ノ
養
子
ト
爲
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
然
レ
ト
モ
分
家
ヨ
リ
本
家
ヲ
承
織
ス
ル
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
本
條
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ス

二
四

（
九
一
〇
）

註
　
再
調
査
案
第
百
五
十
五
條
に
同
じ
。

　
第
三
百
六
十
三
條
　
戸
主
力
婚
姻
其
他
ノ
原
因
二
由
リ
テ
適
法
二
他
家
二
入
リ
テ
慶
家
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
家
族
モ
亦
從
テ
其
家
二
入
ル

　
再
調
査
案
第
三
百
五
十
六
條
　
戸
主
力
婚
姻
其
他
ノ
原
因
二
因
リ
テ
適
法
二
他
家
二
入
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
當
然
慶
家
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
其
家
族
モ
亦
從
テ
其
家
二

　
　
入
ル

　
分
家
の
戸
主
が
、
本
家
の
養
子
に
な
つ
た
場
合
、
そ
の
分
家
は
慶
家
に
な
る
の
か
ど
う
か
。
再
調
査
案
で
は
「
當
然
塵
家
シ
タ
ル
モ
ノ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

（
鶏
悔
）
と
馨
が
、
本
案
で
は
（
揃
誰
）
そ
の
簗
明
ら
か
覆
い
．
明
治
初
期
の
法
制
で
は
、
明
治
六
年
士
月
の
太
警
指
令
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窓
）

と
、
別
に
相
績
人
を
立
て
る
こ
と
を
豫
想
し
て
い
る
が
、
十
年
八
月
の
太
政
官
達
第
六
十
號
で
は
慶
家
を
み
と
め
て
い
た
。
本
草
案
の
企
圖
も
、

お
そ
ら
く
慶
家
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
家
督
相
績
開
始
原
因
と
し
て
、
そ
う
し
た
場
合
を
考
慮
し
な
か
つ
た
か
ら
で
あ

る
。　

な
お
、
分
家
の
戸
主
が
本
家
の
養
子
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
、
村
田
は
異
見
を
有
し
て
い
た
。
彼
は
「
其
家
二
尊
驕
親
ア
ル
者
ハ
豫
メ
其
許

諾
ヲ
受
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
の
挿
入
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
「
尊
属
親
ヲ
有
ス
ル
者
力
己
レ
ノ
随
意
一
二
家
ヲ
慶
ス
ル
ノ
行
爲
ヲ
爲
ス

ニ
至
テ
ハ
實
二
家
内
ノ
大
混
飢
ヲ
醸
ス
ヘ
シ
。
何
ト
ナ
レ
ハ
尊
属
親
ハ
其
家
ノ
永
久
縫
績
ヲ
圖
ル
モ
、
卑
属
親
タ
ル
戸
主
力
…
…
他
家
二
入
リ

一
家
ヲ
滅
亡
ス
ル
ニ
、
尊
属
親
ハ
之
ヲ
如
何
ン
ト
モ
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
泣
々
其
家
ノ
滅
亡
ヲ
見
ル
ニ
至
ラ
ソ
。
山
豆
嘆
息
ス
ヘ
キ
コ
ト
ニ
非
ス

ヤ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
修
正
は
實
現
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
第
二
節
　
養
子
縁
組
ノ
方
式



第
百
六
十
七
條
　
普
通
養
子
縁
組
ハ
當
事
者
ノ
承
諾
二
由
リ
テ
成
ル

　
此
承
諾
ハ
謎
人
二
人
ノ
立
會
ヲ
得
テ
慣
習
二
從
ヒ
縁
組
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
ニ
因
リ
テ
成
立
ス

　
縁
組
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
ニ
付
テ
ハ
第
五
十
二
條
第
五
十
六
條
及
ヒ
第
五
十
八
條
ノ
規
則
ヲ
適
用
ス

　
　
註
　
第
五
十
二
條
　
婚
姻
ノ
儀
式
ハ
双
方
ノ
一
方
ノ
佳
所
又
ハ
居
所
二
於
テ
之
ヲ
行
フ
可
シ

　
　
　
　
双
方
ハ
婚
姻
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
前
二
其
地
ノ
身
分
取
扱
官
吏
二
婚
姻
ヲ
爲
サ
ン
ト
ス
ル
ノ
申
出
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　
　
　
此
申
出
ハ
双
方
又
ハ
其
代
人
ヨ
リ
之
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
第
五
十
六
條
　
身
分
取
扱
官
吏
ハ
婚
姻
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
ノ
障
碍
ト
爲
ル
可
キ
法
律
上
ノ
原
因
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
儀
式
ヲ
行
フ
ヲ
差
止
ム
ル
コ

　
　
　
　
ト
ヲ
得

　
　
　
　
此
場
合
二
於
テ
ハ
身
分
取
扱
官
吏
ハ
理
由
ヲ
記
シ
タ
ル
差
止
書
ヲ
授
付
ス
可
シ

　
　
　
　
當
事
者
此
差
止
ヲ
不
當
ナ
リ
ト
思
料
ス
ル
ト
キ
ハ
甚
裁
剣
所
二
抗
告
シ
テ
其
取
滑
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
裁
剣
所
ハ
休
暇
事
件
ト
同
シ
ク
之
ヲ
取
扱
フ
可
シ

　
　
　
第
五
十
八
條
　
再
調
査
案
第
四
十
五
條
に
同
じ
。

　
　
再
調
査
案
第
百
五
十
六
條
第
二
項
の
「
詮
人
二
人
ノ
前
二
於
テ
」
が
「
謹
人
二
人
ノ
立
禽
ヲ
得
テ
」
、
第
三
項
ノ
「
規
定
」
を
「
規
則
」
と
修

　
正
し
た
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
第
五
十
二
條
、
第
五
十
六
條
及
び
第
五
十
八
條
（
婚
姻
申
出
後
、
そ
の
儀
式
を
行
う
べ
き
期
限
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
再
調
査
案
第
三
十
九
條
、
第
四
十
三
條
及
び
第
四
十
五
條
に
該
當
し
、
第
五
十
二
條
及
び
第
五
十
六
條
に
多
少
字
句
の
攣
更
が
あ
る
が
、
實
質

　
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

第
百
六
十
八
條
　
當
事
者
ハ
身
分
取
扱
官
吏
二
縁
組
ノ
申
出
ヲ
爲
ス
時
二
於
テ
左
ノ
書
類
ヲ
差
出
タ
ス
可
シ

　
第
一
養
子
ヲ
爲
ス
者
及
ヒ
養
子
ト
爲
ル
者
ノ
出
生
謹
書
又
ハ
之
二
代
用
ス
ル
保
讃
書

　
第
二
　
養
子
ヲ
爲
ス
者
二
卑
属
親
ナ
キ
コ
ト
ヲ
謹
ス
ル
身
分
取
扱
官
吏
ノ
認
定
書
又
ハ
推
定
家
督
相
績
人
攣
更
ノ
謹
書

　
第
三
　
配
偶
者
ノ
承
諾
若
ク
ハ
一
致
ヲ
謹
ス
ル
書
類
又
ハ
承
諾
ヲ
得
サ
ル
事
由
ヲ
詮
ス
ル
書
類

　
　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
（
九
一
一
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
　
（
九
一
二
）

　
第
四
　
後
見
管
理
ノ
計
算
ヲ
爲
シ
タ
ル
誰
明
書

　
第
五
　
縁
組
二
必
要
ナ
ル
許
諾
書
叉
ハ
許
諾
ヲ
得
ル
能
ハ
サ
ル
事
由
ヲ
謹
ス
ル
書
類

　
　
再
調
査
案
第
百
五
十
七
條
の
第
五
「
父
母
、
組
父
母
、
親
族
會
叉
ハ
育
見
院
長
ノ
許
諾
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
其
許
諾
書
叉
ハ
許
諾
ヲ
得
ル
能
ハ

　
サ
ル
事
由
ヲ
謹
ス
ル
書
類
」
を
、
前
示
の
ご
と
く
概
括
的
文
言
に
改
め
た
の
で
あ
る
。
再
調
査
案
の
文
言
で
は
、
推
定
家
督
相
績
人
に
封
す
る

呈
の
許
馨
（
薦
髄
讐
塑
謹
蟹
翫
）
蒲
れ
て
い
る
．
そ
れ
が
た
め
、
棋
村
は
「
墾
母
ノ
下
へ
呈
ノ
字
ヲ
加
フ
」
と
撃
し
て

　
い
た
。
そ
の
後
の
討
議
で
、
戸
主
の
そ
れ
を
も
含
む
概
括
的
文
言
に
修
正
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
百
六
十
九
條
　
満
十
五
年
二
至
ラ
サ
ル
子
ノ
縁
組
ハ
父
母
之
ヲ
承
諾
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
父
母
ノ
一
方
力
死
亡
シ
叉
ハ
其
意
思
ヲ
表
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
一
方
二
於
テ
縁
組
ヲ
承
諾
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
父
母
共
二
死
亡
シ
又
ハ
其
意
思
ヲ
表
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
家
ノ
租
父
母
若
シ
其
一
方
力
死
亡
シ
叉
ハ
其
意
思
ヲ
表
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ

　
他
ノ
一
方
二
於
テ
縁
組
ヲ
承
諾
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
再
調
査
案
第
百
五
十
八
條
に
、
第
三
項
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
次
の
第
百
七
十
條
の
場
合

　
に
歩
調
を
揃
え
、
組
父
母
の
許
諾
の
項
を
入
れ
た
も
a
で
あ
ろ
う
。

第
百
七
十
條
（
十
五
歳
以
上
の
者
の
縁
組
に
封
す
る
父
母
、
阻
父
母
の
承
諾
）
再
調
査
案
第
百
五
十
九
條
に
同
じ
。

第
百
七
十
一
條
　
父
母
租
父
母
悉
ク
死
亡
シ
又
ハ
其
意
思
ヲ
表
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
ニ
十
年
未
満
ノ
者
二
限
リ
前
二
條
二
定
メ
タ
ル
年
齢
ノ
匝

　
別
二
從
ヒ
テ
親
族
禽
之
ヲ
承
諾
シ
又
ハ
其
許
諾
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
再
調
査
案
第
百
六
十
一
條
の
末
尾
「
二
十
年
未
満
ノ
者
二
限
リ
親
族
會
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
可
シ
」
を
、
前
示
の
．
こ
と
く
攣
更
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
は
、
十
五
歳
未
漏
の
者
は
第
百
六
十
九
條
に
よ
る
と
、
承
諾
能
力
を
訣
く
者
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
本
條
の
修
正

　
な
、
村
田
の
提
案
に
も
と
づ
く
。
な
お
、
村
田
は
、
さ
ら
に
「
修
正
ヲ
爲
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
協
議
離
縁
ブ
場
合
二
、
實
家
ノ
祀
父
母
父
母
悉
ク
死



　
亡
シ
タ
ル
十
五
年
未
満
ノ
者
ハ
離
縁
承
諾
ノ
椹
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
キ
カ
故
、
如
何
チ
ル
情
態
ア
ル
モ
協
議
離
縁
ヲ
爲
ス
ヲ
得
サ
ル
ノ
不
幸
ヲ
來
タ

　
ス
ヘ
シ
」
と
、
別
の
修
正
理
由
を
も
掲
げ
て
い
た
。

第
百
七
十
二
條
　
父
叉
ハ
母
ノ
家
二
属
ス
ル
私
出
子
ノ
縁
組
二
付
テ
ハ
其
父
叉
ハ
母
之
ヲ
承
諾
シ
叉
ハ
其
許
諾
ヲ
與
フ

　
親
子
ノ
分
限
確
定
セ
サ
ル
私
出
子
及
ヒ
棄
子
二
付
テ
ハ
前
條
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

　
　
本
條
は
、
再
調
査
案
に
な
か
つ
た
規
定
で
あ
り
、
西
の
提
案
に
て
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
百
七
十
三
條
前
数
條
ノ
場
合
二
於
テ
嫡
母
縫
父
又
ハ
縫
母
ア
ル
ト
キ
ハ
第
四
十
六
條
第
四
項
及
ヒ
第
四
十
九
條
第
一
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

　
睡
　
第
四
十
六
條
第
四
項
　
再
調
査
案
第
三
十
三
條
第
四
項
に
同
じ
。

　
　
　
第
四
十
九
條
第
一
項
　
父
ノ
家
二
薦
ス
ル
私
出
子
ハ
其
父
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
婚
姻
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
若
シ
父
ノ
死
亡
シ
又
ハ
其
意
思
ヲ
表
ス

　
　
　
　
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
嫡
母
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
可
シ
其
許
諾
二
付
テ
ハ
第
九
章
第
三
節
（
嫡
母
纏
父
綴
母
の
親
椹
行
使
に
關
す
る
特
例
i
手
塚
註
）
ノ
規
定
ヲ

　
　
　
　
適
用
ス

　
　
再
調
査
案
第
百
六
十
條
の
「
前
二
條
ノ
場
合
」
を
「
前
数
條
ノ
場
合
」
と
改
め
た
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、
第
四
十
九
條
第
一
項
は
、
再
調
査

　
案
第
三
十
六
條
第
一
項
の
「
父
母
又
ハ
父
ノ
ミ
ニ
鉗
シ
テ
親
子
ノ
分
限
確
定
シ
タ
ル
私
出
子
」
を
「
父
ノ
家
二
属
ス
ル
私
出
子
」
と
改
め
た
も

　
の
で
あ
る
。

第
百
七
十
四
條
（
育
兇
院
長
の
承
諾
と
許
諾
）
再
調
査
案
第
百
六
十
二
條
に
同
じ
。

第
百
七
十
五
條
　
婿
養
子
縁
組
二
付
テ
ハ
婚
姻
ノ
申
出
ヲ
爲
ス
時
二
於
テ
當
事
者
ハ
婿
養
子
縁
組
ヲ
爲
ス
ノ
意
思
ヲ
身
分
取
扱
官
吏
二
届
出
ッ
可

　
シ

　
此
縁
組
二
必
要
ナ
ル
條
件
ノ
欠
歓
ス
ル
ト
キ
ハ
身
分
取
扱
官
吏
ハ
婚
姻
ノ
儀
式
ヲ
差
止
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

　
此
縁
組
ハ
婚
姻
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
ニ
因
リ
テ
成
ル

　
　
註
　
再
調
査
案
第
百
六
十
三
條
に
同
じ
。

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
九
二
二
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
善
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
　
（
九
一
四
）

　
　
横
村
は
「
婿
養
子
縁
組
ハ
婚
姻
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
ニ
因
リ
テ
成
ル
ト
セ
ハ
幼
年
ノ
女
子
ア
ル
者
ハ
養
子
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
。
又
女
子
ノ
幼
ナ

　
ル
ヲ
以
テ
婿
養
子
ヲ
モ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
。
終
二
家
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
到
ル
可
シ
。
依
テ
本
邦
ノ
慣
習
二
因
リ
…
…
修
正
ヲ
提
出

　
ス
」
と
し
、
本
條
第
二
項
に
「
又
婚
姻
年
齢
二
至
ラ
サ
ル
女
子
ト
雛
モ
後
年
ノ
婚
姻
ヲ
約
シ
テ
婿
養
子
縁
組
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
」
を
追
加
、
そ

　
し
て
第
三
項
を
創
除
せ
ん
と
し
た
が
、
實
現
し
な
か
つ
た
。

第
百
七
十
六
條
（
遺
言
養
子
縁
組
の
方
法
と
効
力
）
再
調
査
案
第
百
六
十
四
條
に
同
じ

第
百
七
十
七
條
（
遺
言
養
子
縁
組
の
受
諾
）
再
調
査
案
第
百
六
十
五
條
に
同
じ
。

第
百
七
十
八
條
　
縁
組
ノ
儀
式
ヲ
行
ヒ
又
ハ
縁
組
ノ
受
諾
ヲ
爲
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
當
事
者
ヨ
リ
儀
式
二
立
會
ヒ
タ
ル
誰
人
二
人
ヲ
同
件
シ
十
日
内
二

　
身
分
取
扱
官
吏
二
届
出
ッ
可
シ

　
　
再
調
査
案
第
百
六
十
六
條
の
「
當
事
者
ヨ
リ
謹
入
二
人
ヲ
同
伴
シ
」
を
「
當
事
者
ヨ
リ
儀
式
二
立
會
ヒ
タ
ル
誰
人
二
人
ヲ
同
件
シ
」
と
改
め

　
た
に
す
ぎ
な
い
。

第
百
七
十
九
條
　
第
六
十
條
乃
至
第
六
十
二
條
ノ
規
定
ハ
之
ヲ
縁
組
二
適
用
ス
但
本
章
第
一
節
二
定
メ
タ
ル
條
件
二
違
背
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　
日
本
人
の
外
國
に
お
け
る
養
子
縁
組
の
規
定
で
あ
る
が
、
再
調
査
案
第
百
六
十
七
條
と
實
質
的
に
同
じ
で
あ
る
。
第
六
十
條
乃
至
第
六
十
二

　
條
は
、
再
調
査
案
第
四
十
七
條
乃
至
第
四
十
九
條
に
該
當
す
る
。

　
　
　
　
　
第
三
節
　
養
子
縁
組
ノ
誰
掠

第
百
八
十
條
　
縁
組
ハ
縁
組
誰
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
謹
ス
可
シ
但
第
四
百
十
條
ノ
規
定
ノ
適
用
ヲ
妨
ケ
ス

　
第
六
十
四
條
及
ヒ
第
六
十
六
條
ノ
規
定
ハ
縁
組
二
之
ヲ
適
用
ス

註

第
四
百
十
條
　
帳
簿
ノ
設
備
ナ
ク
若
ク
ハ
中
縄
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
其
全
部
若
ク
ハ
一
部
ノ
殿
損
シ
亡
滅
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
其
記
載
上
甚
シ
キ
建
式
、
錯
誤
若

　
ク
ハ
脱
漏
ア
リ
テ
信
用
ヲ
置
ク
可
ラ
サ
ル
ト
キ
叉
ハ
身
分
取
扱
官
吏
ノ
詐
欺
若
ク
ハ
過
失
二
因
リ
テ
誰
書
ヲ
作
ラ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
謹
人
又
ハ
私
ノ
書
類
ヲ



　
以
テ
先
ツ
其
事
實
ヲ
護
シ
且
身
分
上
ノ
事
件
ヲ
謹
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
＋
四
條
　
再
調
査
案
第
五
＋
一
條
に
同
じ
。

第
六
十
六
條
　
再
調
査
案
第
五
十
三
條
に
同
じ
。

　
　
再
調
査
案
第
百
六
十
八
條
と
、
實
質
的
に
攣
ら
な
い
。
第
四
百
十
條
は
再
調
査
案
第
四
百
二
十
八
條
に
該
當
す
る
が
、
若
干
字
句
の
攣
更
が

　
あ
る
。

第
百
八
十
一
條
（
婿
養
子
縁
組
の
謹
明
方
法
）
再
調
査
案
第
百
六
十
九
條
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
第
四
節
　
養
子
縁
組
ノ
不
成
立
及
ヒ
無
効

第
百
八
十
二
條
（
養
子
縁
組
の
不
成
立
）
再
調
査
案
第
百
七
十
條
に
同
じ
。

第
百
八
十
三
條
　
縁
組
ハ
本
章
第
一
節
二
定
メ
タ
ル
條
件
ノ
一
二
違
背
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
無
効
ト
ス

　
此
無
効
ハ
第
百
八
十
五
條
・
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
當
事
者
其
他
現
實
ノ
利
釜
ヲ
有
ス
ル
者
及
ヒ
検
事
ヨ
リ
何
時
ニ
テ
モ
之
ヲ
講
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
再
調
査
案
第
百
七
十
一
條
第
二
項
の
無
効
訴
権
者
に
検
事
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
棋
村
は
「
公
ノ
秩
序
二
關
ス
ル
故
二
検
事
ヲ
入
ル
」

　
こ
と
を
提
案
、
松
岡
も
同
様
の
意
見
を
述
べ
、
北
畠
、
尾
崎
（
忠
）
が
賛
成
し
て
、
修
正
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
第
百
八
十
五
條

　
は
再
調
査
案
第
百
七
十
三
條
に
同
じ
で
あ
る
。

第
百
八
十
四
條
　
縁
組
ハ
左
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
無
効
ト
ス

　
第
一
縁
組
ノ
申
出
ヲ
爲
サ
ス
又
ハ
身
分
取
扱
官
吏
ノ
差
止
ヲ
受
ケ
タ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
儀
式
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ト
キ

　
第
二
　
誰
人
二
人
ノ
立
會
ナ
ク
シ
テ
儀
式
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ト
キ

　
第
三
　
第
五
十
八
條
ノ
規
定
二
違
ヒ
テ
儀
式
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ト
キ

　
第
四
　
縁
組
ハ
申
出
ヲ
受
ケ
タ
ル
身
分
取
扱
官
吏
ノ
管
轄
違
ナ
ル
ト
キ

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
（
九
一
五
）



　
　
　
瞬
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
げ
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
（
九
一
六
）

　
此
無
効
ハ
儀
式
後
一
介
年
内
二
限
リ
前
條
二
掲
ケ
タ
ル
者
ヨ
リ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
再
調
査
案
第
百
七
十
二
條
の
第
四
「
縁
組
ノ
申
出
ヲ
受
ケ
タ
ル
身
分
取
扱
入
力
管
轄
身
分
取
扱
人
二
非
サ
リ
シ
ト
キ
」
を
前
示
の
ご
と
く
攣

　
更
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、
第
五
十
八
條
は
再
調
査
案
第
四
十
五
條
に
該
當
し
、
同
文
で
あ
る
。

第
百
八
十
五
條
（
被
後
見
人
及
び
戸
主
の
無
効
訴
穫
）
再
調
査
案
第
百
七
十
三
條
に
同
じ
。

　
　
設
　
本
條
に
引
用
の
第
百
六
十
二
條
第
百
六
十
三
條
但
書
は
、
再
調
査
案
第
百
五
十
一
條
第
百
五
十
二
條
但
書
に
該
當
し
、
同
丈
で
あ
る
。

第
百
八
十
六
條
　
家
違
叉
ハ
強
暴
ノ
爲
メ
承
諾
二
霰
疵
ア
ル
縁
組
ノ
無
効
ハ
錯
誤
ヲ
爲
シ
叉
ハ
強
暴
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
二
限
リ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト

　
ヲ
得
但
錯
誤
ヲ
知
リ
叉
ハ
強
暴
ヲ
冤
カ
レ
タ
ル
後
縁
組
ヲ
認
諾
シ
叉
ハ
三
↑
月
ヲ
過
キ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
訴
灌
ヲ
失
フ

　
　
再
調
査
案
第
百
七
十
四
條
の
「
張
暴
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
二
非
サ
レ
ハ
云
々
」
を
「
張
暴
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
二
限
リ
云
々
」
と
攣
更
し
た
の
み
。

第
百
八
十
七
條
　
第
百
七
十
條
乃
至
第
百
七
十
四
條
二
定
メ
タ
ル
許
諾
ナ
ク
シ
テ
爲
シ
タ
ル
縁
組
ノ
無
効
ハ
許
諾
ヲ
與
フ
可
キ
者
又
ハ
許
諾
ヲ
受

　
ク
可
キ
者
二
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
第
七
十
二
條
第
二
項
、
第
七
十
三
條
及
ヒ
第
七
十
四
條
ノ
規
定
ハ
此
無
効
訴
椹
二
之
ヲ
適
用
ス

　
　
睦
　
第
七
十
二
條
第
二
項
（
第
一
項
は
許
諾
穰
者
の
許
諾
な
く
し
て
な
し
た
る
婚
姻
に
封
す
る
無
効
訴
椹
）
許
諾
ア
リ
タ
ル
場
合
ト
錐
モ
其
許
諾
力
彊
暴
又
ハ
第

　
　
　
　
七
十
六
條
二
掲
ヶ
タ
ル
錯
誤
二
原
因
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
シ
（
再
調
査
案
第
五
十
九
條
第
二
項
に
同
じ
）

　
　
　
　
第
七
十
六
條
　
家
淫
又
ハ
不
治
ノ
腔
具
不
能
二
基
ク
錯
誤
二
因
リ
テ
承
諾
シ
タ
ル
婚
姻
ノ
無
効
ハ
錯
誤
シ
タ
ル
者
二
限
リ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
再
調

　
　
　
　
査
案
第
六
十
三
條
の
字
句
を
若
干
鍵
更
）

　
　
　
　
第
七
十
三
條
　
前
條
ノ
場
合
二
於
テ
父
又
ハ
祀
父
力
婚
姻
ヲ
認
諾
セ
ス
シ
テ
死
亡
シ
又
ハ
其
意
思
ヲ
表
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
パ
母
又
ハ
組
母
ハ
無
効
訴
穫
ヲ

　
　
　
　
行
フ
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
婚
姻
ノ
許
諾
ヲ
與
フ
可
キ
者
力
婚
姻
ヲ
認
諾
セ
ス
シ
テ
死
亡
シ
又
ハ
其
意
思
ヲ
表
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
法
律
二
定
メ
タ
ル
順
位
二
從
ヒ
テ
其
許
諾
ヲ
與

　
　
　
　
　
フ
可
キ
者
ハ
無
効
訴
灌
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
第
七
十
四
條
　
再
調
査
案
第
六
十
一
條
に
同
じ
。



　
　
再
調
査
案
第
百
七
十
五
條
の
冒
頭
「
父
母
、
阻
父
母
、
親
族
會
叉
ハ
育
児
院
長
ノ
許
諾
ヲ
得
ス
シ
テ
云
々
」
を
前
示
の
ご
と
く
訂
正
し
た
の

　
で
あ
る
。
こ
の
再
調
査
案
に
封
し
て
、
村
田
は
「
租
父
母
ノ
下
二
嫡
母
縫
母
ノ
文
字
ヲ
加
フ
」
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
再

　
調
査
案
第
百
六
十
條
が
、
嫡
母
縫
父
縫
母
の
許
諾
を
規
定
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
者
に
無
効
訴
権
を
與
え
な
い
の
は
不
都
合
で
あ
る
と

　
す
る
の
で
あ
る
。
村
田
の
見
解
は
、
立
法
上
の
不
備
を
つ
い
た
も
の
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
提
案
は
う
け
入
れ
ら
れ
、
文
言
を
簡
箪

　
に
し
て
修
正
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
百
八
十
八
條
（
婿
養
子
縁
組
の
無
効
請
求
）
再
調
査
案
第
百
七
十
六
條
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
第
五
節
　
養
子
縁
組
ノ
効
果

第
百
八
十
九
條
（
養
子
の
入
家
、
改
姓
、
養
料
の
義
務
）
再
調
査
案
第
百
七
十
七
條
に
同
じ
。

〔
再
調
査
案
第
百
七
十
八
條
〕
縁
組
ハ
養
子
ト
養
父
母
及
ヒ
養
父
母
ノ
血
族
ト
ノ
間
二
養
料
ノ
義
務
ヲ
生
ス
養
子
ト
養
父
母
ト
ノ
間
モ
亦
同
シ

　
此
義
務
ニ
ハ
第
二
章
第
二
節
（
養
料
の
義
務
ー
手
塚
註
）
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

〔
再
調
査
案
第
百
七
十
九
條
〕
養
父
母
ハ
養
子
二
封
シ
父
母
ノ
實
子
二
謝
ス
ル
ト
同
一
ノ
穫
利
及
ヒ
義
務
ヲ
有
ス

　
　
こ
の
覆
箭
除
さ
れ
た
．
養
子
と
養
父
母
あ
闇
の
關
瑳
つ
い
て
箭
條
（
編
羅
肇
灘
元
）
を
以
て
血
擾
層
竃
の
も
て

　
い
る
の
で
、
そ
の
必
要
な
し
と
す
る
提
案
が
、
棋
村
、
村
田
、
尾
崎
（
忠
）
か
ら
出
さ
れ
、
「
各
員
賛
成
」
を
得
た
た
め
で
あ
る
。

第
百
九
十
條
養
子
ハ
特
別
二
職
業
ヲ
螢
ム
ニ
因
リ
テ
取
得
シ
タ
ル
利
釜
及
ヒ
其
齎
帯
シ
又
ハ
相
綾
、
贈
與
若
ク
ハ
遺
贈
二
因
リ
テ
取
得
シ
タ
ル

　
財
産
ノ
所
有
権
ヲ
有
ス
但
未
成
年
中
ノ
財
産
管
理
ハ
第
九
章
（
親
穫
－
手
塚
註
）
ノ
規
定
二
從
ヒ
テ
養
父
母
二
属
ス

　
　
註
　
再
調
査
案
第
百
八
十
條
に
同
じ
。

　
　
渡
が
「
養
子
ハ
養
家
二
在
テ
衣
食
シ
消
費
ヲ
爲
ス
ニ
、
別
二
自
己
ノ
財
産
ハ
自
己
ノ
所
有
二
瞬
ス
ト
云
フ
ハ
不
都
合
ナ
リ
」
と
述
べ
、
尾
崎

　
（
忠
）
の
賛
成
を
得
た
が
、
松
岡
、
棋
村
の
反
饗
を
う
け
、
結
局
、
修
正
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
（
九
一
七
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
蒼
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
（
九
一
八
）

第
百
九
十
一
條
養
子
ハ
縁
組
ノ
日
ヨ
リ
養
家
二
於
テ
正
出
子
ノ
権
利
及
ヒ
義
務
ヲ
有
ス

　
　
再
調
査
案
第
百
八
十
一
條
第
一
項
の
末
尾
「
正
出
子
ノ
椹
利
ヲ
有
ス
」
が
前
示
の
．
こ
と
く
修
正
さ
れ
、
ま
た
同
條
第
二
項
「
養
子
力
縁
組
後

　
二
生
シ
タ
ル
子
ハ
養
家
二
於
テ
實
孫
ト
同
一
ノ
灌
利
ヲ
有
ス
」
が
創
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
棋
村
の
「
権
利
ア
レ
ハ
義
務
ア
ル
ト
ノ
コ
ト
ナ
レ

　
ト
モ
、
義
務
ノ
字
ヲ
加
ヘ
テ
明
ラ
カ
ニ
ス
ル
ニ
若
カ
ス
、
叉
二
項
ハ
不
用
ナ
リ
」
の
意
見
が
、
「
各
員
賛
成
」
を
得
て
實
現
し
た
も
の
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
第
六
節
　
罰
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

第
百
九
十
二
條
　
縁
組
申
出
ノ
時
二
必
要
書
類
ヲ
差
出
タ
サ
シ
メ
サ
ル
身
分
取
扱
官
吏
ハ
三
圓
以
上
三
十
圓
以
下
ノ
過
料
二
庭
ス

　
縁
組
ノ
不
成
立
又
ハ
無
効
タ
ル
可
キ
法
律
上
ノ
原
因
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
テ
其
儀
式
ヲ
行
フ
ヲ
差
止
メ
サ
ル
身
分
取
扱
官
吏
ハ
十
一
日
以
上
六
月

　
以
下
ノ
輕
禁
鋼
又
ハ
五
圓
以
上
五
拾
圓
以
下
ノ
罰
金
二
庭
ス

　
　
再
調
査
案
第
百
八
十
二
條
第
二
項
に
「
縁
組
ノ
不
成
立
」
を
加
え
、
且
つ
罰
則
を
彊
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
第
八
章
　
養
子
縁
組
ノ
離
縁
及
ヒ
解
除

　
　
　
　
　
第
一
節
　
離
縁

　
　
　
　
　
　
第
一
款
協
議
ノ
離
縁

第
百
九
十
三
條
養
子
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
及
ヒ
養
子
ト
爲
リ
タ
ル
者
ハ
協
議
ヲ
以
テ
離
縁
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

　
然
レ
ト
モ
十
五
年
未
満
ニ
テ
養
子
ト
爲
リ
タ
ル
者
ノ
離
縁
ハ
満
十
五
年
二
至
ラ
サ
ル
間
二
限
リ
養
子
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ト
縁
組
承
諾
ノ
穂
ヲ
有
ス

　
ル
者
ト
ノ
協
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
爲
ス

　
　
再
調
査
案
第
百
八
十
三
條
第
二
項
の
「
養
親
ト
縁
組
承
諾
ノ
穫
云
々
」
を
「
養
子
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ト
縁
組
承
諾
ノ
穰
云
々
」
と
修
正
し
た
る

　
の
み
。

第
百
九
十
四
條
（
協
議
離
縁
に
封
す
る
許
諾
）
再
調
査
案
第
百
八
十
四
條
に
同
じ
。



第
百
九
十
五
條
（
協
議
離
縁
當
事
者
間
の
財
産
上
の
約
束
）
再
調
査
案
第
百
八
十
五
條
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

第
百
九
十
六
條
　
當
事
者
ハ
離
縁
協
議
書
ヲ
作
リ
之
二
左
ノ
書
類
ヲ
添
ヘ
テ
匠
裁
到
所
二
差
出
タ
シ
離
縁
ノ
認
可
ヲ
受
ク
可
シ

　
第
一
　
前
條
二
記
載
シ
タ
ル
約
束
書

　
第
二
　
縁
組
謹
書

　
第
三
　
離
縁
ノ
爲
メ
ニ
必
要
ナ
ル
許
諾
書
叉
ハ
許
諾
ヲ
得
ル
能
ハ
サ
ル
事
由
ヲ
詮
ス
ル
書
類

　
　
註
　
再
調
査
案
第
百
八
十
六
條
に
同
じ
。

　
　
棋
村
は
協
議
離
縁
に
封
す
る
庭
裁
到
所
の
認
可
を
取
り
や
め
て
「
身
分
取
扱
人
二
差
出
ス
」
（
届
出
の
意
味
で
あ
ろ
う
）
こ
と
を
提
案
し
た
が
、

　
實
現
し
な
か
つ
た
。
こ
れ
に
さ
き
だ
ち
、
棋
村
は
協
議
離
婚
に
封
す
る
匿
裁
到
所
の
認
可
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
提
案
を
行
い
、
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
婚
か
ー
手
塚
駐
）

　
の
間
で
、
意
見
の
封
立
が
あ
つ
た
様
で
あ
る
。
棋
村
の
見
解
は
「
協
議
離
縁
ナ
リ
。
歴
裁
到
所
ヲ
螢
ス
ル
ニ
及
ハ
ス
。
是
ヲ
螢
ス
ル
モ
何
ノ
釜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
カ
ア
ラ
ソ
。
是
亦
虚
飾
ノ
徒
法
ナ
レ
ハ
改
ム
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
尾
崎
（
三
）
も
ま
た
「
離
婚
協
議
書
ハ
匿
裁
到
所
二
差
出
タ
ス
ト
セ
ス
、

　
身
分
取
扱
人
二
差
出
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
シ
、
此
等
ハ
裁
到
所
二
關
係
セ
シ
メ
サ
ル
ヲ
可
ト
ス
」
と
し
て
、
そ
れ
に
同
意
し
、
尾
崎
（
忠
）
、
渡
の
賛

　
成
を
得
た
が
、
松
岡
、
村
田
、
北
畠
が
反
封
し
た
。
反
醤
の
理
由
は
遺
憾
な
が
ら
明
ら
か
で
な
い
。
協
議
離
婚
に
封
す
る
裁
劃
所
認
可
の
規
定

が
、
再
調
査
案
（
鰍
九
）
か
艇
そ
の
ま
尭
老
院
提
峯
（
痴
）
へ
引
禦
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
髪
る
と
、
馨
、
尾
崎
（
三
）
等
の
修
正

　
意
見
は
、
結
局
、
成
立
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
本
條
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
の
討
論
が
行
わ
れ
、
棋
村
の
主
張
が
敗
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
西
は
協
議
離
縁
に
獣
し
て
、
第
一
草
案
第
百
二
十
三
條
（
到
事
が
離
婚
を
希
む
者
に
一
感
和
譜
を
試
み
る
規
定
）
及
び
第
百
二
十
四
條

　
（
到
事
の
和
譜
を
受
け
い
れ
な
い
時
は
、
二
十
四
時
間
以
内
に
別
居
す
べ
き
規
定
）
の
趣
旨
を
復
活
、
規
定
す
べ
き
こ
と
を
希
望
し
た
が
、
こ
れ

　
も
實
現
し
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
第
一
草
案
の
規
定
は
、
再
調
査
案
で
は
創
除
さ
れ
た
條
文
で
あ
る
が
、
前
節
に
掲
げ
た
「
離
縁
及
ヒ
養

子
縁
組
ノ
解
除
二
喫
荊
案
」
中
譲
、
準
用
さ
れ
て
い
た
の
二
璽
麟
、
マ
そ
の
頃
毒
箋
つ
て
い
を
と
窪
意
す
べ
婁
あ
ろ

　
　
　
朋
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
九
一
九
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
（
九
二
〇
）

う
（
蟹
副
纏
V
．

　
　
　
　
　
　
第
二
款
特
定
原
因
ノ
離
縁

第
百
九
十
七
條
　
離
縁
ハ
法
律
二
定
メ
タ
ル
原
因
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
一
方
ヨ
リ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
其
原
因
ハ
左
ノ
如
シ

　
第
一
　
養
子
ヨ
リ
養
家
ノ
奪
驕
親
二
封
シ
又
ハ
養
家
ノ
奪
属
親
ヨ
リ
養
子
二
封
ス
ル
暴
虐
、
脅
迫
、
遺
棄
叉
ハ
重
大
ノ
侮
辱

　
　
　
　
　
（
8
）

　
第
二
　
重
罪
二
因
レ
ル
庭
刑

　
第
三
　
窃
盗
叉
ハ
詐
欺
取
財
ノ
罪
二
因
レ
ル
重
禁
鋼
一
年
以
上
ノ
庭
刑

　
第
四
浪
費

第
百
四
條
第
百
五
條
第
百
十
二
條
ノ
規
定
ハ
離
縁
二
之
ヲ
適
用
ス

　
　
一
一
証
　
第
百
四
條
　
再
調
査
案
第
九
十
二
條
に
同
じ
。

　
　
　
第
百
五
條
　
再
調
査
案
第
九
十
三
條
に
同
じ
。

　
　
　
第
百
十
二
條
　
離
婚
ノ
原
因
ハ
通
常
ノ
謹
擦
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
謹
ス
可
シ
但
自
白
ヲ
以
テ
之
ヲ
謹
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
又
卑
囑
親
ヲ
除
ク
ノ
外
親
族
又
ハ
雇
人

　
　
　
　
二
關
ス
ル
忌
避
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ス
（
再
調
査
案
第
百
條
の
字
句
を
若
干
修
正
）

　
本
條
は
、
再
調
査
案
第
百
八
十
七
條
を
多
少
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
條
第
一
の
「
養
家
ノ
父
母
租
父
母
」
を
「
養
家
ノ
尊
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

親
」
と
改
め
、
第
二
の
「
重
罪
二
因
レ
ル
庭
刑
但
國
事
犯
二
係
ル
庭
刑
ハ
此
限
二
非
ラ
ズ
」
か
ら
但
書
を
創
り
、
第
四
と
し
て
「
浪
費
」
を
あ

ら
た
に
変
奄
の
虜
る
．
先
ず
國
事
犯
の
件
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
離
婚
の
條
に
お
い
て
（
禰
鰭
葺
駿
と
さ
れ
て
い
た
．
葬
離

婚
原
因
と
し
て
重
罪
の
刑
を
み
と
め
る
が
、
國
事
犯
を
例
外
と
す
る
か
否
か
の
勲
で
あ
る
。
「
國
事
犯
ハ
一
種
ノ
名
碁
二
瞬
ス
ヘ
ケ
レ
ハ
」
「
普

通
ノ
感
情
二
問
フ
モ
皆
之
ヲ
悪
ム
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
」
と
い
う
考
え
か
ら
、
離
婚
原
因
か
ら
除
外
す
べ
し
と
す
る
は
、
村
田
、
尾
崎
（
忠
）
等
で
あ

り
、
「
國
事
犯
ト
常
事
犯
ト
ハ
…
…
其
犯
罪
タ
ル
ハ
一
ナ
レ
ハ
之
ヲ
離
婚
ノ
原
因
ト
ス
ル
ニ
差
支
エ
ナ
シ
」
と
す
る
の
は
棋
村
、
尾
崎
（
三
）
、
松



岡
、
北
畠
等
で
あ
つ
た
。
そ
の
結
果
は
、
後
者
の
見
解
が
勝
ち
、
元
老
院
提
峯
（
一
面
漂
國
事
犯
を
除
外
し
て
漆
い
、
同
様
の
論
景

　
前
掲
の
再
調
査
案
第
百
八
十
七
條
第
二
を
巡
つ
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
離
婚
の
場
合
と
歩
調
を
合
せ
、
同
條
か
ら
國
事
犯
の
除
外

　
例
の
項
を
創
つ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
浪
費
」
を
離
縁
の
原
因
と
し
た
の
は
、
「
養
子
力
養
家
二
於
テ
財
産
浪
費
ノ
爲
メ
準
禁
治
産
ト
爲
ル
場

　
合
」
を
豫
想
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
養
子
ヲ
爲
ス
ハ
家
ヲ
保
績
ス
ル
爲
メ
ナ
レ
ハ
、
甚
シ
キ
浪
費
ヲ
爲
ス
ト
キ
ハ
離
縁
ノ
原
因
ト
ナ
ス
可
シ
」
と

　
す
る
棋
村
の
意
見
に
、
尾
崎
（
忠
）
、
北
畠
、
渡
、
松
岡
が
賛
成
し
て
、
追
加
が
實
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
棋
村
は
「
重
罪
ノ
庭
刑
」
と

　
「
窃
盗
詐
欺
取
財
ノ
罪
二
因
レ
ル
虚
刑
」
を
合
せ
、
別
號
に
「
縁
組
後
二
到
リ
始
メ
テ
知
レ
タ
ル
遺
傳
悪
疾
」
を
追
加
す
る
提
案
を
し
て
い
た
。

　
前
者
の
理
由
は
「
窃
盗
詐
欺
取
財
ノ
罪
ノ
如
キ
ハ
破
廉
恥
ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
刑
期
ノ
長
短
、
刑
ノ
輕
重
ニ
ヨ
リ
テ
其
破
廉
恥
心
二
厚
薄
ア

　
ル
ニ
非
ス
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
は
「
悪
疾
ノ
延
蔓
ス
ル
ハ
國
ノ
衰
亡
ヲ
招
ク
所
以
ナ
リ
。
故
二
…
－
悪
疾
ヲ
菱
除
シ
國
本
ヲ
張

　
フ
ス
ル
コ
ト
ヲ
圖
ル
」
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
修
正
意
見
は
實
現
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
村
田
は
「
刑
法
第
三
百
六
十
二
條
乃
至
第
三

　
　
　
　
　
（
10
）

　
百
六
十
四
條
（
何
れ
も
祀
父
母
、
父
母
に
封
す
る
犯
罪
i
手
塚
註
）
二
記
載
シ
タ
ル
所
爲
」
と
「
養
父
母
ノ
養
子
二
封
ス
ル
狸
褻
ノ
所
行
」
の
二
つ
を

　
別
號
と
し
て
追
加
す
る
提
案
を
し
た
が
、
こ
れ
も
實
現
し
な
か
つ
た
。
追
加
せ
ん
と
し
た
理
由
は
「
子
孫
ト
シ
テ
其
祀
父
母
父
母
ヲ
教
唆
シ
テ

　
自
殺
セ
シ
メ
、
又
ハ
之
ヲ
殴
打
創
傷
シ
、
叉
ハ
之
二
奉
養
ヲ
嵌
ク
」
等
、
「
刑
法
二
掲
ク
ル
所
爲
ア
ル
モ
ノ
ハ
一
方
ヨ
リ
離
縁
ヲ
求
ム
ヘ
キ
ヲ

　
當
然
ナ
リ
」
ま
た
「
養
子
養
父
母
ヨ
リ
淫
行
ヲ
挑
マ
ル
ル
モ
、
離
縁
ヲ
求
ム
ル
ノ
原
因
ト
爲
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
拒
ム
ノ
道
ナ
ク
、
終
二
其

　
意
二
從
フ
ノ
不
幸
ナ
ル
結
果
ヲ
生
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
の
で
あ
つ
た
。

第
百
九
十
八
條
（
離
縁
訴
樺
を
有
す
る
者
）
再
調
査
案
第
百
八
十
八
條
に
同
じ
。

第
百
九
十
九
條
養
子
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
力
禁
治
産
中
二
在
ル
ト
キ
ハ
後
見
人
叉
ハ
後
見
監
督
人
ハ
親
族
會
ノ
許
可
ヲ
得
テ
離
縁
ヲ
講
求
ス
ル
コ
ト

　
ヲ
得

　
養
子
ト
爲
リ
タ
ル
者
力
禁
治
産
中
二
在
ル
ト
キ
ハ
實
家
ノ
父
母
組
父
母
叉
ハ
戸
主
ヨ
リ
離
縁
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
九
二
一
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
蓉
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
九
二
二
）

　
　
再
調
査
案
第
百
八
十
九
條
第
一
項
「
親
族
會
ノ
認
許
ヲ
受
ヶ
テ
」
を
「
親
族
會
ノ
許
可
ヲ
得
テ
」
と
攣
更
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
村
田
は
本
條

の
創
除
を
主
張
し
て
い
た
．
再
婚
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
高
趣
旨
窺
案
あ
り
（
編
鰹
麟
設
㊥
、
夫
婦
の
芳
が
禁
謹
庭
あ
る

　
時
、
後
見
人
ま
た
は
後
見
監
督
人
は
親
族
會
の
許
可
を
得
て
、
離
婚
の
請
求
を
な
し
え
た
。
村
田
は
こ
れ
に
反
封
し
て
曰
く
「
離
婚
ヲ
求
ム
ル

　
訴
椹
ハ
…
…
夫
婦
ノ
ミ
ニ
属
シ
、
其
一
身
二
止
ル
椹
利
ナ
レ
ハ
決
シ
テ
他
人
ヨ
リ
之
ヲ
爲
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
。
況
ン
ヤ
精
神
ヲ
同
復
シ
テ

　
懸
慕
ノ
情
密
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
既
二
他
人
ノ
爲
メ
ニ
離
婚
セ
ラ
レ
シ
ニ
於
テ
ハ
、
其
者
ノ
愁
嘆
實
二
懲
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
」
と
。
こ
れ
と
同

　
一
の
理
由
で
、
離
縁
の
場
合
に
も
、
そ
の
よ
う
な
規
定
に
反
封
し
た
が
、
實
現
し
な
か
つ
た
。

第
二
百
條
（
十
五
歳
未
満
の
養
子
の
離
縁
請
求
）
再
調
査
案
第
百
九
十
條
に
同
じ
。

第
二
百
一
條
（
離
縁
訴
訟
中
の
養
子
の
居
所
及
び
日
用
品
の
持
ち
去
り
等
）
再
調
査
案
第
百
九
十
一
條
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
第
三
款
　
離
縁
ノ
効
果

第
二
百
二
條
（
離
縁
の
効
果
の
穫
生
時
期
）
再
調
査
案
第
百
九
十
二
條
に
同
じ
。

第
二
百
三
條
（
離
縁
に
由
る
養
子
の
去
家
）
再
調
査
案
第
百
九
十
三
條
に
同
じ
。

第
二
百
四
條
　
離
縁
ト
爲
リ
タ
ル
養
子
ハ
自
己
ノ
過
失
ノ
有
無
二
拘
ハ
ラ
ス
其
所
有
財
産
二
限
リ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
養
家
ノ
爲
メ
ニ
溝

　
費
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

　
詫
　
再
調
査
案
第
九
十
四
條
に
同
じ
。

　
　
本
條
と
關
蓮
し
て
、
西
は
「
養
子
ノ
直
者
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
養
料
ヲ
請
求
ス
ル
権
利
ヲ
許
ス
ノ
修
正
ア
ラ
ソ
コ
ト
」
を
述
べ
、
そ
の
理
由

を
「
第
頁
＋
七
條
篁
號
後
段
（
繍
醗
馨
薦
鰍
講
鱗
）
ノ
場
合
・
在
テ
蒙
ノ
父
母
墾
母
ノ
輩
ヲ
懲
ラ
シ
肇
ノ
不
幸
愚
ス

　
ル
ノ
道
ヲ
設
ク
ル
ハ
緊
要
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
論
明
し
て
い
た
。
こ
の
意
昧
は
、
養
家
の
父
母
ま
た
は
組
父
母
か
ら
養
子
に
封
す
る
暴
虐
、

　
脅
迫
、
遺
棄
、
重
大
な
侮
辱
等
の
理
由
で
離
縁
が
成
立
し
た
際
、
養
子
に
養
料
請
求
椹
を
み
と
め
ん
と
す
る
堤
案
で
あ
る
。
こ
の
黙
は
、
再
調



　
査
案
成
立
の
過
程
に
お
い
て
す
で
に
問
題
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
當
時
の
別
案
に
「
養
親
ノ
過
失
二
匹
リ
テ
離
縁
ト
爲
リ

タ
ル
ト
キ
ハ
養
子
ハ
薯
二
定
ム
ル
財
産
ノ
外
（
養
舌
所
有
髪
の
葉
享
塚
註
）
禦
損
害
賠
償
孟
謂
萎
㌻
ト
ヲ
得
」
（
擁
撃
欄

撫
）
（
ゼ
は
「
養
親
ノ
過
失
二
因
－
テ
慧
－
爲
－
タ
ル
ー
キ
ハ
季
ハ
養
料
ヲ
漿
を
－
ヲ
得
」
（
癬
講
鍾
葉
徹
鉾
灘

　
　
　
　
（
1
2
）

聯
奪
等
の
婆
が
存
奮
て
い
た
．
そ
し
て
、
こ
の
種
窺
護
再
調
査
案
で
塞
て
農
さ
れ
て
い
た
の
で
、
西
は
そ
の
復
活
を
主
張
し

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
は
實
現
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
從
來
の
慣
習
に
も
な
く
、
ま
た
養
親
よ
り
も
養
子
の
立
場
を

　
重
ん
ず
る
も
の
故
、
棋
村
、
村
田
等
、
保
守
派
の
反
封
に
よ
つ
て
否
決
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
二
百
五
條
（
婿
養
子
縁
組
に
お
け
る
離
縁
ま
た
は
離
婚
の
請
求
）
再
調
査
案
第
百
九
十
五
條
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
第
二
節
　
縁
組
解
除

乃
第
二
百
六
條

至
第
二
百
八
條
　
再
調
査
案
第
百
九
十
六
條
乃
至
第
百
九
十
八
條
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
第
三
節
　
離
縁
及
ヒ
縁
組
解
除
二
關
ス
ル
通
則

第
二
百
九
條
（
家
督
相
績
を
爲
し
た
る
養
子
の
離
縁
及
び
縁
組
解
除
の
禁
止
）
再
調
査
案
第
百
九
十
九
條
に
同
じ
。

　
再
調
査
案
第
六
章
及
び
第
七
章
を
改
攣
し
た
元
老
院
提
出
案
第
七
章
及
び
第
八
章
に
お
け
る
養
子
制
度
の
概
要
と
、
そ
の
修
正
過
程
は
、
以
上

の
通
り
で
あ
る
。
再
調
査
案
に
封
す
る
修
正
過
程
の
特
長
は
、
主
と
し
て
松
岡
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
進
歩
的
見
解
と
、
村
田
、
棋
村
等
の
保
守

的
主
張
と
が
翼
立
し
、
そ
の
結
果
、
お
お
む
ね
後
者
の
意
見
に
ひ
き
ず
ら
れ
つ
つ
委
協
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
に
も
一
言
し
た
が
、

養
子
制
度
に
關
す
る
修
正
も
、
ま
た
そ
の
例
に
洩
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
百
六
十
三
條
に
封
し
、
戸
主
に
非
ざ
る
者
に
も
養
子
を
許
す
べ
し
と

す
る
松
岡
の
見
解
、
第
二
百
四
條
に
關
蓮
し
て
、
養
親
の
責
任
に
て
離
縁
と
な
つ
た
養
子
に
養
料
請
求
権
を
み
と
め
ん
と
す
る
西
の
主
張
等
、
進

歩
的
方
向
へ
の
修
正
意
見
は
、
悉
く
否
決
さ
れ
た
の
に
反
し
、
從
來
の
慣
脅
に
な
お
一
暦
順
癒
す
る
立
場
、
い
い
か
え
る
と
「
家
」
の
た
め
か
ら

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
九
二
三
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
罠
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
（
九
二
四
）

提
案
さ
れ
た
村
田
、
棋
村
等
の
修
正
意
見
は
、
そ
の
多
く
が
探
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
配
偶
者
あ
る
者
が
養
子
を
す
る
場
合
、
他
の
一

家
「
正
當
ノ
理
由
ナ
ク
承
諾
ヲ
誓
ト
キ
」
は
、
無
承
諾
暴
子
窪
し
葛
規
案
硝
禮
燦
恥
）
商
除
し
た
の
は
、
「
豪
の
謬
」
藻

つ
た
め
で
あ
り
、
離
縁
の
特
定
原
因
（
、
藷
脇
難
藤
）
に
、
養
子
の
「
浪
費
」
を
加
え
た
の
は
、
「
家
ヲ
保
蓼
ル
爲
」
虜
つ
た
．
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
修
正
個
所
も
、
そ
の
多
く
が
末
端
的
な
問
題
か
、
も
し
く
は
輩
な
る
技
術
的
問
題
に
と
ど
ま
り
、
内
容
的
に
き
わ
め
て
重
要
と
思
わ
れ

る
修
正
は
、
ほ
と
ん
ど
見
當
ら
な
い
。
と
く
に
第
七
章
及
び
第
八
章
以
外
の
章
に
あ
ら
わ
れ
た
養
子
關
係
の
規
定
は
、
わ
ず
か
の
例
外
を
の
ぞ

き
、
全
く
雑
し
て
い
な
い
こ
と
が
目
だ
つ
．
例
え
ば
、
養
子
と
養
父
母
と
の
駕
關
係
（
編
鰹
肇
譜
元
）
、
養
子
を
め
ぐ
る
婚
姻
障
害

（
薦
醸
釜
譲
元
）
、
養
子
の
婚
姻
爵
す
る
許
諾
馨
（
編
鰹
肇
血
譜
元
）
、
讐
訴
馨
の
婿
肇
の
去
家
（
薦
離
勲
、
一
、
賭
襯
）
、

養
子
の
親
族
會
に
讐
家
の
親
繁
會
塁
9
窺
定
（
薦
鶴
釜
蘂
伽
元
〉
、
養
子
縁
組
の
無
効
、
解
除
、
離
縁
の
場
盒
、
養
子
が
實

家
に
露
す
る
規
案
編
鍵
肇
弧
羅
辱
卿
元
V
、
上
述
の
場
合
、
實
家
の
呈
の
許
諾
書
窪
か
つ
た
た
め
小
羅
盗
絶
さ
れ
を
濫

豪
薪
立
す
る
規
定
（
編
鰹
肇
調
轟
塩
兜
．
瓶
蕪
蜘
元
）
、
量
響
享
る
漿
華
縁
狸
よ
つ
て
他
家
に
入
る
場
合
、
卑
属
親
は

纂
舞
る
規
定
（
謡
灘
鰍
難
欝
元
）
、
卑
覇
を
有
す
る
者
が
養
子
縁
組
の
無
翌
雛
鰹
よ
つ
て
去
家
し
た
場
合
、
卑
属
親
は
な
お
そ

の
家
歪
奮
規
定
（
謡
醸
釜
航
譜
元
）
、
以
上
二
つ
の
場
合
に
、
そ
の
量
親
の
引
取
入
籍
窪
し
葛
規
定
（
編
鍵
肇
薙
欝
元
）

等
は
、
爾
草
案
共
に
全
然
同
じ
で
あ
る
。
家
族
の
養
子
縁
組
に
謝
す
る
戸
主
の
同
意
椹
は
、
「
家
族
ハ
年
齢
二
拘
ハ
ラ
ス
婚
姻
又
ハ
縁
組
ヲ
爲
サ

ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
皇
ノ
壽
曼
奇
シ
云
々
」
（
蠣
璽
庭
）
が
「
家
族
ハ
婚
整
ハ
縁
組
ヲ
爲
サ
ソ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
年
齢
二
拘
ハ
ラ
ス
戸

主
ノ
許
諾
曼
ク
可
シ
秀
」
（
玩
議
準
礁
）
と
、
文
言
が
修
正
さ
れ
奈
實
質
的
譲
響
ず
、
縁
組
馨
の
蟻
（
騙
譲
調
靴
）
を

創
除
し
た
の
は
、
元
老
院
提
出
案
が
身
分
謎
書
の
規
定
を
す
べ
て
特
別
法
に
ゆ
ず
つ
た
（
調
衡
）
た
め
で
あ
る
。
た
だ
再
調
査
案
に
は
存
在
し
な
い

規
定
と
し
て
、
第
十
二
條
の
「
日
本
人
の
養
子
ト
爲
リ
タ
ル
外
國
人
ハ
日
本
人
ノ
分
限
ヲ
取
得
シ
離
縁
後
ト
錐
モ
其
分
限
ヲ
保
有
ス
」
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
再
調
査
案
に
「
國
民
分
限
」
の
規
定
を
訣
い
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
同
條
自
髄
は
第
一
草
案
第
十
二
條
「
日
本
入
ノ
養
子
ト
爲
ル
外



國
人
ハ
當
然
日
本
人
ノ
分
限
ヲ
獲
得
ス
」
の
修
正
復
活
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
元
老
院
提
出
案
の
養
子
制
度
は
、
再
調
査
案
の
そ
れ
を
忠
實
に
徳
承
し
た
も
の
と
い
つ
て
い
い
。
前
節
で
述
べ
た
ご
と
く
、
再

調
査
案
の
養
子
制
度
は
、
第
一
草
案
の
「
親
の
た
め
の
養
子
法
」
を
根
本
的
に
打
破
し
、
主
と
し
て
「
家
の
た
め
の
養
子
法
」
を
樹
立
し
た
も
の

で
あ
つ
た
が
、
．
そ
の
基
本
的
構
造
は
、
多
少
の
肉
付
け
を
う
け
な
が
ら
、
元
老
院
提
出
案
へ
と
引
き
つ
が
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

元
老
院
提
出
案
も
、
法
律
取
調
委
員
會
内
部
に
お
け
る
保
守
、
進
歩
爾
派
の
封
立
、
委
協
の
産
物
で
あ
つ
た
結
果
と
し
て
、
保
守
派
の
主
張
に
も
、

な
お
實
現
し
え
な
か
つ
た
も
の
が
残
つ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
進
歩
派
に
属
す
る
松
岡
あ
る
い
は
西
等
は
、
裁
到
所
側

の
委
員
で
あ
つ
た
た
め
、
草
案
が
委
員
會
の
手
を
は
な
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
編
纂
に
参
與
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
の
に
反
し
、
村
田
、
棋

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
溺
）

村
及
び
尾
崎
（
三
）
等
の
保
守
派
の
人
々
は
元
老
院
か
ら
派
遣
さ
れ
た
委
員
で
あ
つ
た
の
で
、
ふ
た
た
び
同
院
の
草
案
審
議
に
加
わ
り
、
法
律
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

調
委
員
會
で
は
貫
徹
し
え
な
か
つ
た
主
張
を
、
草
案
に
お
り
込
む
機
會
に
恵
ま
れ
た
の
略
、
あ
る
．
元
老
院
提
出
案
が
、
さ
ら
に
「
家
」
の
制
度
的

に
強
化
さ
れ
、
奮
民
法
典
が
成
立
し
た
蓮
命
的
契
機
は
、
こ
こ
に
あ
つ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
「
民
法
二
關
ス
ル
諸
意
見
書
綴
込
」
日
本
學
術
振
興
會
版
・
八
四
枚
表
ー
コ
ニ
九
枚
裏
、
　
「
民
法
編
纂
ユ
關
ス
ル
諸
意
見
並
二
難
書
㊧
」
・
學
振
版
・
一
六
五

　
枚
表
ー
二
二
二
枚
表
。
以
下
、
本
文
に
引
用
す
る
各
委
員
の
意
見
は
、
す
べ
て
こ
れ
ら
に
橡
る
。

（
2
）
　
拙
稿
「
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
椹
⇔
」
・
本
誌
第
二
七
巻
六
號
二
八
頁
ー
三
〇
頁
。

（
3
）
　
元
老
院
提
出
案
の
名
稻
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
椙
論
文
⇔
・
三
九
頁
ー
四
〇
頁
註
（
7
）
参
照
。

（
4
）
　
こ
の
丈
書
を
め
ぐ
る
種
々
の
問
題
に
っ
い
て
ぼ
、
拙
稿
・
前
掲
論
文
⇔
・
三
八
頁
註
（
2
）
（
3
）
（
4
×
6
）
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
じ
　
　
む
　
　
ち
　
　
む

（
5
）
　
明
治
六
年
十
月
十
四
目
東
京
府
伺
に
封
す
る
十
一
月
八
目
の
太
政
官
指
令
に
「
當
主
病
死
其
跡
租
績
ス
ヘ
キ
者
ナ
キ
時
ハ
、
同
姓
又
ハ
末
家
ノ
嘗
主
ト
錐
モ

双
方
嚢
ノ
上
ハ
、
藩
願
二
任
セ
摺
撃
采
苦
、
隷
馨
ハ
黛
駄
可
葱
得
旨
可
馨
事
」
癩
）
と
む
り
（
濤
塞
良
法
第
蕨
五
璽
頁
）
．

（
6
）
　
明
治
十
年
八
月
三
十
一
日
太
政
官
蓬
第
六
十
號
に
「
男
女
ノ
戸
主
…
…
其
家
名
ヲ
屡
シ
、
他
へ
入
夫
縁
付
或
ハ
養
子
女
ト
ナ
リ
…
…
願
出
候
ハ
・
地
方
磨
限

　
り
聞
届
不
苦
此
旨
相
達
候
事
云
々
」
（
掴
騨
）
と
あ
る
（
法
令
全
書
・
明
治
十
年
二
〇
三
ー
二
〇
四
頁
）
。

（
7
）
　
再
調
査
案
の
「
身
分
取
扱
人
」
は
、
元
老
院
提
出
案
で
は
全
て
「
身
分
取
扱
官
吏
」
と
姪
更
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
黙
の
修
正
は
煩
を
さ
け
て
、
指
摘

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
（
九
二
五
）



明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度

四
〇

（
九
二
六
）

　
を
省
略
す
る
。

（
8
）
　
明
治
十
五
年
刑
法
で
は
、
罪
の
種
類
を
重
罪
、
輕
罪
、
違
警
罪
の
三
つ
に
分
け
（
一
條
）
、
裁
剣
所
ノ
管
轄
、
公
訴
ノ
期
満
免
除
（
時
効
）
、
未
途
ノ
虎
罰
、

　
再
犯
加
重
等
そ
の
他
の
鮎
で
、
匠
別
が
あ
つ
た
。
ま
た
、
重
罪
の
刑
は
、
死
刑
、
無
期
及
び
有
期
の
徒
刑
、
無
期
及
び
有
期
の
流
刑
、
重
．
輕
禁
獄
、
輕
罪
の
刑

　
は
、
重
・
輕
禁
鋼
と
罰
金
、
違
警
罪
の
刑
は
拘
留
と
科
料
で
あ
つ
た
（
七
條
－
九
條
）
。

（
9
）
　
明
治
十
五
年
刑
法
の
「
國
事
二
關
ス
ル
罪
」
（
内
飢
・
外
患
）
（
二
二
條
ー
一
三
五
條
）
で
あ
る
。

（
m
）
　
明
治
十
五
年
刑
法
第
三
百
六
十
二
條
は
「
子
孫
其
祀
父
母
父
母
ヲ
謀
故
殺
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
二
虎
ス
其
自
殺
二
關
ス
ル
罪
ハ
凡
人
ノ
刑
二
照
シ
ニ
等
ヲ
加

　
フ
」
、
第
三
百
六
十
三
條
は
「
子
孫
其
組
父
母
父
母
二
封
シ
殴
打
創
傷
ノ
罪
其
他
監
禁
脅
迫
遺
棄
護
告
誹
殿
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
各
本
條
二
記
載
シ
タ
ル
凡
人
ノ

　
刑
二
照
シ
ニ
等
ヲ
加
フ
但
擾
疾
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
有
期
徒
刑
二
虎
シ
篤
疾
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
無
期
徒
刑
二
虚
シ
死
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
二
虎
ス
」
、
第
三
百
六
十

　
四
條
は
「
子
孫
其
租
父
母
父
母
二
封
シ
衣
食
ヲ
供
給
セ
ス
其
他
必
要
ナ
ル
奉
養
ヲ
駅
キ
タ
ル
者
ハ
十
五
日
以
上
六
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
虚
シ
ニ
圓
以
上
二
十
圓
以

　
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
因
テ
疾
病
又
ハ
死
二
致
シ
タ
ル
者
ハ
亦
前
條
ノ
例
二
同
シ
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
子
孫
の
租
父
母
父
母
に
封
す
る
罪
で
あ
る
。

（
U
）
　
本
稿
⇔
・
本
誌
前
號
六
一
頁
註
（
35
）
滲
照
。

（
並
）
　
本
稿
⇔
・
本
誌
前
號
四
四
頁
参
照
。

（
B
）
　
西
が
、
し
ば
し
ば
第
一
草
案
の
規
定
の
復
活
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
同
草
案
を
起
草
し
た
組
合
の
長
で
あ
つ
た
關
係
か
ら
、
報
告
委
員
側
の
主
張

　
を
代
辮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
払
）
尾
縞
三
良
の
「
民
法
草
案
入
事
編
二
關
ス
ル
意
見
書
」
（
明
治
二
＋
三
年
二
月
・
山
田
委
員
長
宛
）
（
「
民
法
編
纂
二
關
ス
ル
諸
意
見
並
二
雑
書
㊧
」
・
學
振

　
版
・
二
二
五
枚
表
－
二
三
〇
枚
裏
）
及
び
「
民
法
草
案
人
事
編
二
關
ス
ル
意
見
書
第
二
」
（
明
治
二
十
三
年
四
月
・
宛
名
な
し
）
（
「
民
法
編
纂
二
關
ス
ル
意
見
書
壼

　
號
」
・
學
振
版
・
一
三
五
枚
表
ー
ム
四
〇
枚
裏
）
は
、
保
守
的
立
場
か
ら
、
主
と
し
て
元
老
院
提
出
案
に
封
す
る
不
満
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
見

　
書
は
、
彼
が
村
田
、
棋
村
等
と
同
じ
く
委
員
會
に
お
け
る
保
守
派
の
一
人
で
あ
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

（
鋸
）
　
人
事
編
審
査
當
時
の
法
律
取
調
委
員
會
の
構
成
メ
ソ
バ
ー
は
、
委
員
長
山
田
顯
義
（
司
法
大
臣
）
、
元
老
院
側
か
ら
の
委
員
と
し
て
村
田
保
、
櫃
村
正
直
、
尾

　
崎
三
良
、
渡
正
元
、
溝
岡
公
張
等
の
議
官
、
裁
剣
所
側
か
ら
の
委
員
と
し
て
尾
崎
忠
治
（
大
審
院
長
）
、
箕
作
麟
鮮
（
司
法
次
官
）
、
西
成
度
（
東
京
擦
訴
院
長
）
、
松

　
岡
康
毅
（
大
審
院
刑
事
第
二
局
長
）
、
北
畠
治
房
（
到
事
）
等
博
あ
る
。

（
郷
）
　
保
守
派
の
提
案
で
、
否
決
さ
れ
た
こ
と
が
は
つ
き
り
し
て
い
る
も
の
の
内
、
も
つ
と
も
重
要
な
も
の
は
協
議
離
縁
に
封
す
る
裁
判
所
の
介
入
を
排
除
せ
ん
と

　
し
た
主
張
で
あ
る
。
そ
の
他
、
養
子
戸
主
離
縁
禁
止
の
問
題
及
び
縁
組
解
除
の
規
定
等
に
っ
い
て
も
、
保
守
派
の
反
封
意
見
が
あ
つ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、

　
前
掲
「
民
法
人
事
編
二
翼
ス
ル
各
意
見
」
に
は
、
そ
れ
に
關
す
る
記
事
が
な
い
。
同
丈
書
は
、
再
調
査
案
を
巡
る
討
議
の
速
記
録
で
は
な
い
の
で
、
討
議
の
全
貌



を
知
り
え
な
い
の
を
遣
憾
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
・
元
老
院
に
お
け
る
修
正

　
明
治
二
十
三
年
四
月
一
日
、
法
律
取
調
委
員
會
は
議
了
し
た
人
事
編
を
内
閣
に
呈
上
す
る
と
共
に
、
各
方
面
に
も
逸
付
し
て
、
そ
の
意
見
を
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
た
。
そ
れ
に
關
し
て
次
の
よ
う
な
文
書
が
残
つ
て
い
る
。

　
　
　
委
員
長
ヨ
リ
親
王
殿
下
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
三
年
四
月
一
日

今
般
民
法
草
案
入
事
編
渋
律
取
調
委
員
會
二
於
テ
議
了
候
二
付
一
部
邊
呈
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
　
同
上
ヨ
リ
大
臣
、
槁
密
院
議
長
、
宮
中
顧
問
官
、
元
老
院
議
長
、
幅
密
院
顧
問
官
、
元
老
院
議
官
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
度
ー
肌
か
）

今
般
民
法
草
案
人
事
編
法
律
取
調
委
員
會
二
於
テ
議
了
候
二
付
一
部
邊
付
致
候
條
本
編
二
關
シ
御
意
見
承
知
致
候
也

　
　
　
同
上
ヨ
リ
地
方
官
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
日

今
般
民
法
草
案
人
事
編
法
律
取
調
委
員
會
二
於
テ
議
了
候
二
付
一
部
及
蓬
付
候
條
本
編
二
關
シ
御
意
見
有
之
候
ハ
・
六
十
日
以
内
二
御
申
出
相
成
度
候
也

　
　
　
院
長
、
槍
事
長
、
裁
到
所
長
、
上
席
検
事
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
日

　略（

丈
面
前
に
同
じ
i
手
塚
註
）

　
因
み
に
、
財
産
取
得
編
第
二
部
も
つ
づ
い
て
四
月
二
十
一
日
、
内
閣
に
呈
上
さ
れ
、
同
じ
く
各
方
面
の
意
見
が
徴
せ
ら
れ
た
。

　
翌
五
月
、
元
老
院
に
お
け
る
審
議
が
開
始
さ
れ
る
や
、
次
の
ご
と
く
各
方
面
に
封
し
て
意
見
書
の
提
出
が
督
促
さ
れ
、
そ
の
結
果
集
め
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

各
意
見
書
は
元
老
院
へ
逡
ら
れ
、
審
議
の
参
考
資
料
に
供
せ
ら
れ
た
。

襲
二
難
欝
鷺
蕪
錘
観
濃
ジ
響
鋼
難
魏
蝶
難
議
謙
態
騨
騨
馳
葎
月

　
　
　
出
浦
報
告
委
員
（
和
雄
i
手
塚
註
）
ヨ
リ
府
縣
知
事
、
裁
判
所
長
、
上
席
検
事
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
三
年
五
月
十
三
日

　
曇
二
及
御
蓬
付
候
民
法
人
事
編
二
關
ス
ル
御
意
見
書
ハ
本
月
中
二
民
法
取
得
編
（
綾
）
二
關
ス
ル
御
意
見
書
ハ
來
ル
六
月
二
十
日
迄
二
御
差
出
相
成
度
委
員
長
ノ
命

　
二
依
リ
此
段
申
進
候
也

　
　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
九
二
七
）



　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
　
（
九
二
八
）

　
委
員
長
ヨ
リ
元
老
院
議
長
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
三
年
六
月
十
九
日

民
法
草
案
入
事
編
及
財
壼
取
得
編
績
二
封
シ
意
見
有
之
向
ハ
可
申
出
旨
兼
テ
裁
判
所
府
縣
知
事
へ
相
達
置
候
庭
頃
日
各
意
見
書
差
出
來
候
二
付
先
ッ
入
事
編
ノ
部
編

纂
ノ
上
御
参
考
ト
シ
テ
御
邊
付
致
候
也

　
さ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
意
見
書
は
、
軍
に
當
時
の
有
識
者
の
見
解
を
伺
い
う
る
の
み
な
ら
ず
、
元
老
院
の
審
議
と
、
そ
の
修
正
に
直
接
の
影
響
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
た
え
た
貴
重
な
文
書
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
、
そ
の
「
人
事
編
大
鰹
二
關
ス
ル
意
見
」
を
み
る
に
、
元
老
院
提
出
案
が
第
一
草
案
と
は

異
な
り
奮
慣
召
を
大
い
に
採
用
し
た
こ
と
に
封
し
て
満
足
の
意
を
表
す
る
意
見
も
か
な
り
あ
る
が
、
他
方
、
そ
れ
を
し
も
な
お
反
慣
習
的
な
り
と

し
て
排
撃
せ
ん
と
し
た
見
蟹
多
く
奮
れ
る
．
林
莫
難
縣
）
が
「
藺
ノ
菱
（
第
章
案
↓
奪
・
昆
ス
ル
ニ
、
頗
ル
我
國
古
來
ノ
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ロ

例
二
依
リ
補
フ
ニ
泰
西
諸
邦
ノ
法
律
ヲ
参
へ
、
折
衷
調
和
專
ラ
風
俗
人
情
二
適
ス
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
實
施
ス
ル
ニ
敢
テ
不
便
ノ
黙
無
之
様
被
存

候
」
（
鴇
騨
塚
）
毒
べ
、
松
下
直
美
（
難
灘
）
が
「
最
雫
籍
穫
菱
（
第
蓼
禾
↓
舞
二
比
ス
ル
芙
二
権
ヲ
加
へ
一
フ
レ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
ロ

各
章
節
款
簡
明
ニ
シ
テ
遺
漏
ノ
黙
ナ
ク
、
且
叉
民
情
二
適
切
ナ
ラ
ス
ト
思
料
ス
ル
稜
ア
ル
ヲ
獲
見
セ
ス
」
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
前
者
の
好
例

で
あ
り
、
蜂
須
賀
茂
韻
（
顯
鯨
府
）
の
「
前
御
邊
付
ノ
草
案
（
第
一
草
案
ー
手
塚
註
）
二
比
ス
レ
ハ
頗
ル
面
目
ヲ
改
メ
シ
モ
ノ
ノ
如
シ
ト
難
ト
モ
、
猫
立

塗
主
旨
ニ
ア
リ
テ
ハ
、
本
邦
固
有
ノ
人
情
風
俗
－
習
璽
二
譲
セ
サ
ル
ヲ
勇
サ
ル
ハ
、
百
シ
テ
躾
タ
ー
」
、
岡
村
響
（
雛
難
）
の

「
該
案
ハ
嚢
二
下
付
セ
ラ
レ
タ
ル
草
案
ト
異
リ
、
多
少
我
國
在
來
ノ
慣
行
ヲ
モ
探
用
セ
ラ
レ
タ
ル
所
ア
ル
カ
如
キ
モ
、
其
大
髄
二
於
テ
ハ
矢
張
外

國
ノ
法
律
二
依
橡
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
新
奇
ナ
ル
規
定
多
ク
、
今
之
ヲ
護
布
實
施
セ
ラ
ル
ル
ニ
於
テ
ハ
、
我
國
一
家
ノ
組
織
ト
徳
義
ト
ニ
著

シ
キ
攣
動
ヲ
生
シ
、
或
ハ
爲
メ
ニ
不
幸
ヲ
醸
生
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ア
ラ
ン
カ
ト
致
憂
慮
候
」
等
の
見
解
は
、
後
者
の
適
例
で
あ
ろ
う
。
前
掲
「
大

艦
二
關
ス
ル
意
見
」
に
あ
ら
わ
ハ
た
見
解
ば
、
賛
否
共
に
ほ
ぼ
伯
仲
し
て
い
る
が
、
個
々
の
條
丈
に
射
す
る
意
見
を
集
録
し
た
「
法
例
並
人
事
編

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

二
關
ス
ル
諸
意
見
」
は
、
保
守
的
方
向
へ
の
修
正
意
見
が
非
常
に
多
い
。
元
老
院
に
お
け
る
修
正
は
、
こ
の
よ
う
な
有
識
者
の
世
論
を
背
景
に
し

て
行
わ
れ
た
こ
と
を
忘
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。



　
さ
て
、
法
律
取
調
委
員
禽
議
決
案
す
な
わ
ち
元
老
院
提
出
案
は
、
翌
五
月
、
内
閣
か
ら
元
老
院
に
同
さ
れ
、
そ
の
審
議
に
附
さ
れ
た
。
こ
の
全

般
的
な
審
議
装
は
・
私
が
別
の
機
會
鑑
べ
狂
暴
細
は
そ
れ
に
ゆ
ず
る
が
・
要
す
る
巷
塁
剛
失
羅
騨
耀
藻
繍
前
牛
〉
の
義

の
先
例
に
磯
調
査
責
遙
ん
で
約
三
ヵ
月
間
に
亙
る
灌
審
議
を
行
い
、
「
呆
の
薯
髪
い
こ
と
を
…
＋
分
削
」
（
壽
備
轟

「
無
用
と
毫
享
る
こ
と
と
美
風
を
損
妄
す
る
こ
と
」
を
「
大
欝
除
」
蓄
（
離
蟻
敵
）
と
い
塞
本
方
針
の
も
と
墨
四
三
農
の

草
案
か
ら
約
二
一
〇
ヵ
條
程
度
を
創
除
す
る
大
修
正
を
敢
行
し
た
の
で
あ
る
。
調
査
委
員
十
五
人
の
中
に
は
、
法
律
取
調
委
員
で
あ
つ
て
棋
村
、

村
田
、
尾
崎
（
三
）
、
渡
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
後
ち
に
奮
民
法
公
布
直
後
の
讃
費
新
聞
（
二
＋
三
年
＋
月
二
＋
日
）
が
コ
兀
老
院
よ
り
出
で
た
る
法

律
取
調
委
員
諸
氏
は
多
く
保
守
主
義
を
抱
ぎ
成
る
べ
く
日
本
古
來
の
習
慣
風
俗
を
保
た
し
め
ん
こ
と
に
務
め
ら
れ
し
ゆ
え
之
が
た
め
大
に
欧
米
臭

き
庭
を
減
じ
た
る
が
如
き
も
、
司
法
部
内
よ
り
出
で
た
る
取
調
委
員
諸
氏
は
大
に
元
老
院
よ
り
出
で
た
る
委
員
の
意
見
に
反
鉗
し
、
た
め
に
元
老

院
出
身
の
委
員
諸
氏
は
十
分
に
其
の
保
守
主
義
を
貫
く
こ
と
を
得
ざ
り
け
る
が
、
其
後
右
人
事
編
が
元
老
院
へ
邊
附
せ
ら
れ
た
る
に
當
て
は
恰
も

右
等
の
取
調
委
員
諸
氏
が
其
の
任
を
終
へ
て
元
老
院
に
出
席
す
る
を
得
る
に
至
り
し
が
ゆ
え
、
他
の
議
員
諸
氏
も
大
に
こ
れ
等
の
経
験
よ
り
委
員

諸
氏
と
相
談
し
て
研
究
す
る
塵
少
か
ら
ず
…
…
途
に
相
議
し
て
保
守
主
義
を
貫
か
ん
こ
と
に
盤
し
、
議
事
を
開
く
に
當
て
は
先
づ
專
ら
修
正
創
除

読
を
出
し
大
に
欧
米
臭
ぎ
箇
條
を
減
じ
て
原
案
の
三
分
の
一
程
ま
で
も
之
を
創
除
し
去
り
し
よ
し
云
々
」
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
村
田
等
が
改
正

の
主
導
樺
を
握
つ
て
活
躍
し
た
理
由
と
状
況
を
正
し
く
傳
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
九
月
中
旬
、
元
老
院
本
會
議
を
通
過
し
た
人
事
編
草
案
は
さ
ら
に
椹
密
院
の
諮
詞
を
経
て
、
十
月
七
日
法
律
第
九
十
八
號
と
し
て
財
産
取
得
編

第
二
部
と
共
に
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
す
な
わ
ち
奮
民
法
人
事
編
（
二
九
三
ヵ
條
）
で
あ
る
。
そ
の
際
、
政
府
は
元
老
院
で
創
除
さ
れ
た
條
項
を
六
ヵ

條
復
癒
て
公
奪
た
と
お
れ
て
い
る
．
こ
の
六
藻
の
内
容
は
、
養
料
の
規
定
（
犠
酷
薦
C
額
）
で
あ
る
と
も
隻
究
る
萌
ら
奪

　
（
9
）

な
い
。
そ
れ
が
た
め
元
老
院
を
通
過
し
た
人
事
編
の
條
籔
と
内
容
は
、
遺
感
な
が
ら
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
養
子
制
度
の
規
定
に
關

し
て
は
、
と
く
に
政
府
が
追
加
し
た
と
思
わ
れ
る
條
項
も
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
一
鷹
、
奮
民
法
の
養
子
制
度
は
元
老
院
通
過
案
と
同
じ
で
あ

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
蕉
民
法
）
に
お
け
る
養
子
倒
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
（
九
二
九
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
　
■
（
九
三
〇
）

つ
た
と
推
定
し
て
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。
い
い
か
え
る
と
元
老
院
提
出
案
と
奮
民
法
と
の
相
違
黙
は
、
す
べ
て
元
老
院
の
修
正
、
正
確
に
い
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ば
元
老
院
調
査
委
員
會
の
修
正
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
元
老
院
提
出
案
の
修
正
に
俘
う
養
子
制
度
の
攣
化
を
考
察
し
て
み
よ

う
。
奮
民
法
そ
の
も
の
に
あ
ら
わ
れ
た
養
子
制
度
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
次
の
章
に
お
い
て
明
治
民
法
と
比
較
し
つ
つ
詳
し
く
述
べ
る
積
り
で
い

る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
元
老
院
提
出
案
に
加
え
ら
れ
た
修
正
黙
を
中
心
に
し
て
概
読
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
前
詫
　
①
　
奮
民
法
人
事
編
（
以
下
の
本
丈
に
お
い
て
、
輩
に
奮
民
法
と
略
稚
す
る
）
の
條
数
に
從
っ
て
、
説
明
を
進
め
る
が
、
元
老
院
提
出
案
と
攣
化
の
な
い

　
　
　
　
　
條
文
は
、
と
く
に
必
要
の
な
い
限
り
省
略
し
た
。

　
　
　
　
②
　
元
老
院
提
出
案
の
條
丈
で
も
、
省
略
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
③
　
元
老
院
提
出
案
の
「
身
分
取
扱
官
吏
」
が
、
奮
民
法
で
は
、
す
べ
て
「
身
分
取
扱
吏
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鮎
の
攣
更
は
と
く
に
個
別
的
に

　
　
　
　
　
指
摘
す
る
こ
と
を
省
略
し
た
。
そ
の
他
、
字
句
に
關
す
る
僅
か
の
修
正
に
つ
い
て
は
、
指
摘
を
省
略
し
た
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
第
七
章
　
養
子
縁
組

〔
元
老
院
提
出
案
第
百
五
十
九
條
〕
（
養
子
縁
組
の
種
類
）
　
本
條
は
創
除
さ
れ
た
。
と
く
に
明
記
す
る
必
要
も
な
い
「
無
用
」
（
鮪
塑
計
糾
）
の
條

　
文
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
第
一
節
養
子
縁
組
二
必
要
ナ
ル
條
件

第
百
六
條
（
養
親
の
資
格
）
元
老
院
提
出
案
第
百
六
十
條
と
實
質
的
に
同
じ
。
同
條
第
二
項
の
「
遺
言
ヲ
爲
ス
ノ
能
力
云
々
」
を
「
遺
言
ヲ
爲
ス

　
能
力
云
々
」
と
改
め
た
の
み
。

第
百
七
條
　
家
督
相
綾
ヲ
爲
ス
可
キ
男
子
ア
ル
者
ハ
養
子
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
註
　
元
老
院
提
出
案
第
百
六
十
一
條
　
家
督
相
績
ヲ
爲
ス
可
キ
卑
周
親
ア
ル
者
ハ
其
卑
屡
親
ノ
正
出
子
私
出
子
又
ハ
養
子
タ
ル
ヲ
問
ハ
ス
養
子
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
　
ス
但
婿
養
子
ハ
此
限
二
在
ラ
ス

　
　
第
一
草
案
第
百
九
十
八
條
で
は
、
直
系
の
卑
属
（
男
女
、
正
庶
の
匝
別
な
く
、
養
子
も
含
む
）
を
有
す
る
者
が
、
養
子
を
す
る
こ
と
を
原
則
と
し



　
て
禁
止
し
て
い
た
が
（
淋
礪
謝
和
躰
誌
）
、
こ
の
原
則
は
多
少
の
修
正
を
う
け
つ
つ
元
老
院
提
出
案
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
た
。
第
一
草
案
か
ら
元
老

院
提
出
案
ま
で
、
養
子
制
度
の
基
本
構
想
に
は
大
き
な
攣
化
が
み
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
「
養
子
は
い
か
な
る
種
類
の
子
を
も
有
し
な
い
者
に
の

　
み
許
さ
れ
る
」
と
い
う
原
則
は
、
終
始
攣
ら
な
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
元
老
院
で
は
こ
の
黙
を
大
き
く
修
正
し
、
戸
主
叉
は
推
定

家
督
相
績
人
（
膿
攣
麹
が
「
家
霜
蓼
爲
奇
キ
男
子
」
あ
る
場
ム
・
は
、
季
窪
し
差
い
が
、
そ
れ
以
外
の
子
を
有
す
る
場
合
譲
、

自
由
に
養
子
を
な
し
う
る
途
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
家
督
相
績
不
適
格
の
男
子
な
ら
ば
、
「
相
績
人
ノ
慶
除
」
（
屡
嫡
）
が
で
き
た
か

ら
（
課
講
編
）
、
そ
の
場
合
籔
「
家
督
濃
ヲ
爲
奇
キ
畢
」
を
享
る
こ
と
に
窪
象
竃
の
と
解
す
べ
柔
あ
勾
明
鶏

　
期
の
養
子
制
度
は
、
前
に
も
述
べ
た
．
こ
と
く
家
の
緩
績
を
第
一
次
的
な
目
的
と
し
、
且
つ
家
名
相
績
は
男
子
相
績
を
以
て
本
則
と
し
て
い
た
か

　
ら
、
當
時
の
養
子
が
、
原
則
と
し
て
男
子
の
相
績
人
を
有
し
な
い
戸
主
叉
は
推
定
家
督
相
績
人
に
許
さ
れ
る
擬
制
嗣
子
で
あ
つ
た
こ
と
は
當
然

　
の
結
果
で
あ
る
。
元
老
院
の
修
正
は
、
こ
の
よ
う
な
奮
慣
の
復
活
を
ね
ら
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
た
だ
、
奮
民
法
が
明
治
前
期
の
法
制
と
異
な

　
る
黙
は
、
次
の
二
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
は
、
實
男
子
が
家
相
績
に
不
適
格
と
し
て
相
績
人
を
慶
除
さ
れ
る
理
由
が
、
「
不
得
止
場

合
」
も
て
廃
園
で
あ
つ
た
の
笈
し
、
麓
羅
裂
的
爲
讐
を
と
（
謝
膿
㈱
編
）
、
ま
た
、
そ
れ
ま
で
家
の
罐
の
た
め
み
と
め

　
ら
れ
て
ぎ
た
相
績
を
目
的
と
し
な
い
男
子
の
養
子
（
婿
養
子
の
場
合
も
あ
る
）
を
、
奮
民
法
が
全
て
否
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
、
奮
民
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
が
推
定
家
督
相
績
人
の
地
位
を
從
來
よ
り
も
確
實
に
保
誰
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
後
者
は
、
奮
民
法
が
「
相
績
の
た
め
の
養
子
」
と
い
う
立
場

　
を
原
則
的
に
守
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
第
一
草
案
以
來
攣
ら
ざ
る
奮
民
法
の
一
特
色
で
あ
る
。

第
百
八
條
（
後
見
人
が
被
後
見
人
を
養
子
と
す
る
場
合
）
元
老
院
提
出
案
第
百
六
十
二
條
に
同
じ
。

第
百
九
條
（
養
親
は
戸
主
又
は
推
定
家
督
相
績
人
た
る
原
則
）
元
老
院
提
出
案
第
百
六
十
三
條
に
同
じ
。

第
百
十
條
（
配
偶
者
あ
る
者
の
養
子
縁
組
）
元
老
院
提
出
案
第
百
六
十
四
條
に
同
じ
。

〔
元
老
院
提
出
案
第
百
六
十
五
條
〕
何
人
ト
錐
モ
数
家
ノ
養
子
ト
爲
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
渡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
（
九
三
一
）



　
　
　
町
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
九
三
二
）

　
　
本
條
は
創
除
さ
れ
た
。
養
子
と
な
る
こ
と
は
、
そ
の
家
の
推
定
家
督
相
績
人
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
推
定
家
督
相
綾
入
は
他
の
養
子
に
な
れ

な
い
か
ら
（
齢
、
奪
本
條
を
「
無
用
」
（
腰
鞄
奉
え
条
あ
無

第
百
十
一
條
（
家
督
相
績
後
の
戸
主
及
び
推
定
家
督
相
績
人
の
他
家
養
子
の
禁
止
）
元
老
院
提
出
案
第
百
六
十
六
條
に
同
じ
。

第
百
十
二
條
　
外
國
人
ハ
日
本
人
ノ
養
子
ト
爲
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
註
　
元
老
院
提
出
案
第
十
二
條
　
目
本
人
ノ
養
子
ト
爲
リ
タ
ル
外
國
人
ハ
日
本
人
ノ
分
限
ヲ
取
得
シ
離
縁
ノ
後
ト
錐
モ
其
分
限
ヲ
保
有
ス

　
　
元
老
院
提
出
案
第
十
二
條
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
三
良
は
つ
よ
く
反
封
し
て
い
た
。
彼
が
元
老
院
の
審
議
に
先
立
ち
起
草
し
た
意
見
書
に
は

　
「
第
十
二
條
二
依
レ
ハ
、
凡
ソ
外
國
人
は
昨
日
渡
來
ノ
者
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
其
目
的
ノ
如
何
ナ
ル
ヲ
問
ハ
ス
、
日
本
人
ノ
養
子
ト
爲
レ
ハ
、
帥
日

　
日
本
人
ト
爲
リ
、
離
縁
ス
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ
猫
其
分
限
ヲ
失
ハ
サ
ル
ナ
リ
。
然
ル
一
二
方
ニ
ハ
露
化
法
ア
リ
、
外
國
人
ノ
日
本
人
ト
爲
ラ
ン
ト
ス

　
ル
モ
ノ
、
必
ス
ヤ
七
年
乃
至
十
介
年
以
上
日
本
國
内
二
住
居
シ
、
永
世
日
本
二
於
テ
螢
業
ノ
目
的
ア
ル
者
二
非
レ
ハ
、
其
帰
化
ヲ
許
サ
・
ル
ノ

　
法
光
ラ
ソ
。
斯
ノ
如
ク
一
方
ニ
ハ
嚴
重
ナ
ル
法
則
ヲ
設
ケ
、
其
條
件
ヲ
具
備
ス
ル
ニ
非
レ
ハ
其
綿
化
ヲ
許
サ
ス
。
是
レ
至
當
ノ
法
ニ
シ
テ
諸
外

　
國
ノ
法
例
モ
皆
大
同
小
異
ニ
シ
テ
、
筍
モ
人
民
ノ
國
籍
ヲ
攣
ス
ル
ハ
容
易
二
之
ヲ
許
サ
ス
。
以
テ
姦
民
ノ
詐
欺
ヲ
以
テ
巧
二
國
法
ヲ
冤
レ
ン
ト

　
ス
ル
ノ
弊
ヲ
妨
ク
所
以
ナ
リ
。
然
ル
ニ
今
此
條
二
依
レ
ハ
、
一
朝
我
貧
民
ヲ
誘
賄
シ
テ
其
養
子
ト
爲
ル
ト
キ
ハ
、
帰
化
法
モ
徒
法
ト
爲
ル
ヘ
シ
。

　
故
二
本
條
ヲ
修
正
シ
テ
、
外
國
人
ニ
シ
テ
日
本
人
ノ
養
子
ト
爲
ラ
ソ
ト
ス
ル
者
ハ
、
豫
メ
鮮
化
法
二
依
リ
締
化
シ
タ
ル
者
二
非
レ
ハ
、
之
ヲ
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

　
許
セ
サ
ル
事
二
改
ム
ヘ
シ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
律
取
調
委
員
禽
で
阻
止
さ
れ
た
所
見
を
述
べ
、
委
員
會
の
再
考
を
促
し
た
も
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
猛
）

う
．
ま
た
、
霧
保
和
（
舗
縣
）
の
意
見
書
竃
「
笛
人
ノ
季
ハ
從
來
許
可
セ
ス
．
且
ツ
弊
寧
リ
」
も
て
い
る
．

　
　
元
老
院
の
委
員
會
で
は
、
同
條
を
巡
つ
て
議
論
紛
糾
し
た
よ
う
で
あ
る
。
同
會
議
に
出
席
し
た
村
田
保
奮
藏
「
民
法
人
事
編
」
（
新
姥
襯
耀
出
）

に
は
、
各
委
員
の
意
見
と
、
そ
の
葉
装
の
考
に
記
さ
れ
て
い
ゑ
翻
響
灘
）

　
　
　
尾
崎
（
三
良
ー
手
塚
註
、
以
下
同
じ
）
日
ク
、
外
國
人
力
人
ノ
養
子
ト
ナ
レ
ハ
直
チ
ニ
日
本
人
ト
爲
ル
ト
セ
ハ
、
瞬
化
法
ノ
嚴
ナ
ル
法
ヲ
設



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ロ

　
　
ク
ル
モ
効
ナ
ケ
レ
ハ
、
本
條
ヲ
改
正
ス
ヘ
シ
。
若
シ
賛
成
ヲ
得
ハ
別
二
法
案
ヲ
立
テ
ソ
コ
ト
欲
ス
。
清
岡
（
公
張
）
、
賛
成
ナ
レ
ト
モ
寧
冒
本

　
　
條
ヲ
創
ル
方
ナ
リ
ト
。
棋
村
（
正
直
）
、
渡
（
正
元
）
、
同
意
ナ
レ
ト
モ
、
村
田
ハ
原
案
ノ
マ
マ
、
日
本
人
ノ
養
子
ハ
外
國
ノ
養
子
ト
ハ
異
ナ
レ

　
　
ハ
差
支
ナ
シ
。
森
山
（
茂
）
、
原
案
ノ
儘
。
岡
内
（
重
俊
）
、
渡
邊
（
駿
）
、
原
案
。
三
浦
（
安
）
日
ク
、
露
化
法
二
其
制
限
ヲ
設
ケ
、
養
子
ハ
例

　
　
ヘ
ハ
三
杢
年
日
本
二
佳
居
セ
サ
レ
ハ
、
養
子
ト
爲
ル
ヲ
得
ス
ト
シ
、
女
ハ
直
二
日
本
人
ノ
分
限
ヲ
得
ヘ
シ
ト
ス
ヘ
シ
。
楠
本
（
正
隆
）
日
ク
、

　
　
此
事
ハ
重
大
ナ
レ
ハ
次
會
ニ
テ
決
議
ヲ
延
ス
ヘ
シ
。
外
國
人
ヲ
損
斥
ス
ル
ハ
不
可
ナ
リ
。
細
川
（
潤
次
郎
）
日
ク
、
養
子
ニ
ハ
制
限
ヲ
立
テ

　
　
成
ル
ヘ
ク
養
子
ヲ
容
易
ニ
セ
サ
ル
様
二
爲
ス
可
シ
。
養
子
ハ
利
釜
ヲ
目
的
ト
ス
レ
ハ
、
其
ノ
利
釜
ノ
爲
メ
ニ
ハ
忽
チ
離
縁
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ

　
　
シ
。
成
ル
ヘ
ク
養
子
ハ
禁
止
セ
ソ
コ
ト
ヲ
希
望
ス
。
明
治
六
年
三
月
布
告
二
外
國
人
日
本
人
ノ
婿
養
子
ト
爲
リ
タ
ル
者
ハ
、
日
本
國
法
二
從

　
　
ヒ
日
本
人
ノ
分
限
ヲ
得
ヘ
シ
ト
ア
レ
ト
モ
、
外
國
人
へ
養
子
ト
ナ
ル
儀
ハ
聞
屈
ケ
サ
ル
ユ
ヘ
、
外
國
人
ノ
養
子
ヲ
禁
ス
ヘ
シ
ト
。
津
田
眞
道

　
　
亦
タ
外
國
人
ノ
養
子
ヲ
禁
ス
ル
コ
ト
可
ナ
ラ
ン
、
已
二
布
畦
國
力
外
國
人
二
横
領
蹟
属
サ
ル
ル
ノ
患
ア
レ
ハ
。
三
浦
、
第
十
二
條
創
ル
。
尾

　
　
崎
、
小
畑
（
美
稻
）
同
意
。
八
人
ノ
七
人
二
封
ス
ル
多
藪
二
因
テ
第
十
二
條
ヲ
創
除
セ
リ
。
而
テ
養
子
縁
組
ノ
部
二
至
リ
外
國
人
ノ
養
子
ヲ

　
　
禁
ス
ル
コ
ト
ニ
改
正
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
決
シ
テ
解
散
セ
リ
。

　
　
第
百
十
二
條
が
あ
ら
た
に
設
け
ら
れ
た
理
由
は
、
こ
れ
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
第
二
節
養
子
縁
組
ノ
儀
式

　
註
　
元
老
院
提
出
案
の
「
方
式
」
を
「
儀
式
」
と
修
正
し
た
の
で
あ
る
。

第
百
十
三
條
　
養
子
縁
組
ハ
當
事
者
ノ
承
諾
二
因
リ
テ
成
ル

　
此
承
諾
ハ
謹
人
二
人
ノ
立
會
ヲ
得
テ
慣
習
二
從
ヒ
縁
組
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
ニ
因
リ
テ
成
立
ス

　
縁
組
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
ニ
付
テ
ハ
第
四
十
三
條
、
第
四
十
六
條
及
ヒ
第
四
十
八
條
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

　
　
元
老
院
提
出
案
第
百
六
十
七
條
の
「
普
通
養
子
縁
組
」
を
「
養
子
縁
組
」
、
「
規
則
」
を
「
規
定
」
と
修
正
し
た
だ
け
で
、
實
質
的
に
は
攣
更

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匹
七
　
　
　
（
九
三
三
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
　
（
九
三
四
）

　
な
し
。
第
四
十
三
條
、
第
四
十
六
條
、
．
第
四
十
八
條
は
、
元
老
院
提
出
案
第
五
十
二
條
、
第
五
十
六
條
、
第
五
十
八
條
に
該
當
し
、
前
二
ヵ
條

　
に
若
干
字
句
の
修
正
あ
る
の
み
。

第
百
十
四
條
（
縁
組
申
出
の
時
、
身
分
取
扱
吏
に
差
出
す
書
類
）
元
老
院
提
出
案
第
百
六
十
八
條
第
二
の
「
養
子
ヲ
爲
ス
者
二
卑
属
親
ナ
キ
コ
ト

　
ヲ
詮
ス
ル
身
分
取
扱
官
吏
ノ
認
定
書
叉
ハ
推
定
家
督
相
績
人
攣
更
ノ
謹
書
」
を
「
家
督
相
績
ヲ
爲
ス
可
キ
男
子
ナ
キ
コ
ト
ヲ
謹
ス
ル
身
分
取
扱

吏
ノ
認
定
妻
ハ
推
簑
督
懇
人
屡
ノ
嚢
・
」
と
修
正
．
こ
の
修
濠
、
肇
晃
老
院
雷
案
第
冥
±
條
（
礪
撃
の
修
正
に

　
封
鷹
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
百
十
五
條
（
満
十
五
年
以
下
の
子
の
縁
組
に
封
す
る
父
母
、
組
父
母
の
承
諾
）
元
老
院
提
出
案
第
百
六
十
九
條
に
同
じ
。

第
百
十
六
條
（
満
十
五
年
以
上
の
者
の
縁
組
に
封
す
る
父
母
、
租
父
母
の
承
諾
）
元
老
院
提
出
案
第
百
七
十
條
に
同
じ
。

第
百
十
七
條
（
満
二
十
年
以
下
で
父
母
、
組
父
母
を
有
し
な
い
者
の
縁
組
に
封
す
る
後
見
人
の
承
諾
又
は
許
諾
）
元
老
院
提
出
案
第
百
七
十
一
條

　
の
「
親
族
會
」
を
「
後
見
人
」
に
修
正
。
「
村
田
書
入
」
に
よ
る
と
「
四
十
八
條
ノ
例
二
倣
ヒ
修
正
ス
」
と
あ
る
。
元
老
院
提
出
案
第
四
十
八
條

　
は
、
婚
姻
に
關
す
る
同
様
の
場
合
の
規
定
で
あ
る
。

第
百
十
八
條
　
私
生
子
ノ
養
子
縁
組
二
付
テ
ハ
母
之
ヲ
承
諾
シ
叉
ハ
其
許
諾
ヲ
與
フ

　
父
母
ノ
知
レ
サ
ル
子
二
付
テ
ハ
前
條
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

　
　
元
老
院
提
出
案
第
百
七
十
二
條
の
「
父
又
ハ
母
ノ
家
二
属
ス
ル
私
出
子
」
を
「
私
生
子
」
、
「
其
父
又
ハ
母
」
を
「
母
」
、
「
親
子
ノ
分
限
ノ
確

　
定
セ
サ
ル
私
出
子
及
ヒ
棄
見
」
を
「
父
母
ノ
知
レ
サ
ル
子
」
と
改
め
た
。
元
老
院
提
出
案
に
お
け
る
正
出
子
、
私
出
子
の
匿
別
　
（
＝
庇
儲
「

舜
讐
を
、
元
老
院
で
繕
學
、
庶
子
、
私
生
子
（
鰭
犠
毅
と
霧
し
を
た
難
す
る
笙
墓
る
．

第
百
十
九
條
前
数
條
ノ
場
合
二
於
テ
構
父
又
ハ
縫
母
ア
ル
ト
キ
ハ
第
三
十
八
條
第
三
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

　
　
観
　
第
三
十
八
條
（
子
の
婚
姻
に
封
す
る
父
母
の
許
諾
）
第
三
項
　
綴
父
叉
ハ
纏
母
ア
ル
揚
合
二
於
テ
其
駅
偶
者
タ
ル
母
又
ハ
父
ノ
死
t
シ
叉
ハ
其
意
思
ヲ
表
ス



　
　
　
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
纒
父
又
ハ
綴
母
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
可
シ
其
許
諾
二
付
テ
ハ
第
九
章
第
三
節
（
親
灌
行
使
の
特
例
－
手
塚
註
）
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

　
　
子
の
婚
姻
に
摯
る
父
母
の
壽
に
つ
い
て
、
元
饒
雷
案
嬌
母
、
磐
、
響
に
つ
い
て
特
例
姦
け
（
翫
雛
講
蟹
麟
融
弊

四
黙
愚
、
養
子
縁
組
に
つ
い
て
も
、
そ
の
規
定
莚
用
し
て
い
た
が
（
薦
Y
兀
老
院
譲
そ
の
累
旛
母
を
除
外
し
た
の
で
あ
る
．
嫡

　
母
を
實
母
に
準
じ
て
取
扱
つ
た
考
え
を
、
裏
か
ら
み
れ
ば
、
庶
子
を
嫡
出
子
に
準
ず
る
も
の
と
し
た
薔
慣
習
を
重
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
百
二
十
條
育
児
院
二
在
リ
テ
父
母
ノ
知
レ
サ
ル
子
ノ
縁
組
ハ
ニ
十
年
未
満
二
限
リ
第
百
十
五
條
及
ヒ
第
百
十
六
條
二
定
メ
タ
ル
年
齢
ノ
匠
別

　
二
從
ヒ
テ
院
長
之
ヲ
承
諾
シ
又
ハ
其
許
諾
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
元
老
院
提
出
案
第
百
七
十
四
條
と
實
質
的
に
攣
ら
な
い
。
第
百
十
五
條
、
第
百
十
六
條
は
、
元
老
院
提
出
案
第
百
六
十
九
條
、
第
百
七
十
條

　
に
同
じ
。

第
百
二
十
一
條
（
婿
養
子
縁
組
の
申
出
、
成
立
及
び
差
止
め
）
元
老
院
提
出
案
第
百
七
十
五
條
に
同
じ
。

第
百
二
十
二
條
　
遺
言
養
子
縁
組
ハ
遺
言
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
爲
ス

　
　
此
遺
言
ハ
養
子
ヲ
爲
ス
者
ノ
死
亡
ノ
日
二
家
督
相
績
ヲ
爲
ス
可
キ
卑
属
親
ア
ル
ト
キ
ハ
其
効
ヲ
失
フ

　
　
元
老
院
提
出
案
第
百
七
十
六
條
第
二
項
の
「
此
縁
組
」
を
「
遺
言
」
に
、
「
正
出
叉
ハ
私
出
ノ
卑
属
親
ア
リ
叉
ハ
生
存
中
二
爲
シ
タ
ル
養
子
」

　
を
「
卑
属
親
」
と
の
み
改
め
た
の
で
あ
る
。
「
卑
属
親
」
で
あ
る
か
ら
、
女
子
の
場
合
も
ふ
く
む
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
百
七
條
と

　
歩
調
を
揃
え
る
な
ら
ば
「
男
子
」
と
修
正
す
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
修
正
が
洩
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

第
百
二
十
三
條
（
遺
言
養
子
縁
組
の
受
諾
）
元
老
院
提
出
案
第
百
七
十
七
條
の
「
遺
言
ノ
震
開
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
云
々
」
を
「
遺
言
養
子
ヲ
爲
ス
者

　
ノ
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
」
と
修
正
し
た
が
、
實
質
的
に
は
攣
ら
な
い
。

第
百
二
十
四
條
　
縁
組
ノ
儀
式
ヲ
行
ヒ
又
ハ
縁
組
ノ
受
諾
ヲ
爲
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
當
事
者
ヨ
リ
十
日
以
内
二
身
分
取
扱
吏
二
届
出
ツ
可
シ
但
此
届
出

　
ハ
代
理
人
ヲ
以
テ
之
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
（
九
三
五
）



　
　
　
晦
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
（
九
三
六
）

　
　
元
老
院
提
出
案
第
百
七
十
八
條
か
ら
「
儀
式
二
立
會
ヒ
タ
ル
詮
人
二
人
ヲ
同
伴
シ
」
を
創
リ
、
但
書
を
あ
ら
た
に
追
加
し
た
の
で
あ
る
。
前

者
に
つ
い
て
は
、
吉
永
穏
（
難
製
孝
伊
藤
嚢
（
胴
鱗
）
の
意
見
澄
「
第
百
七
＋
八
條
ノ
鑛
二
縁
組
ノ
儀
式
ヲ
行
麦
ハ
難
ノ

　
受
諾
ヲ
爲
シ
云
々
ト
ア
リ
テ
儀
式
ト
受
諾
ト
ヲ
別
箇
二
規
定
シ
、
其
次
二
至
テ
當
事
者
儀
式
二
立
會
フ
タ
ル
謎
人
二
人
ヲ
同
件
シ
云
々
ト
ア
リ

　
テ
、
別
二
受
諾
二
立
會
フ
タ
ル
誰
人
ノ
事
ヲ
記
セ
ス
。
思
フ
ニ
受
諾
二
立
會
フ
タ
ル
謹
人
ヲ
モ
儀
式
二
立
會
フ
タ
ル
謹
人
ト
爲
セ
シ
モ
ノ
ナ
ラ

　
ソ
。
然
レ
ハ
受
諾
ニ
ハ
如
何
ナ
ル
儀
式
ヲ
行
フ
ヘ
キ
カ
。
前
條
ヲ
見
レ
ハ
受
諾
二
儀
式
ナ
キ
カ
如
ク
、
本
條
二
至
テ
ハ
忽
チ
此
規
定
ア
リ
。
如

何
ニ
モ
騰
ナ
ル
婆
－
云
フ
塾
と
萱
庭
人
見
箆
（
薦
鍵
）
の
意
暑
毫
「
焚
奪
シ
テ
塁
ル
位
ノ
事
ニ
シ
テ
奨
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
16
）

　
同
件
シ
身
躬
ラ
届
出
ツ
ル
ヲ
必
要
ト
セ
サ
ル
方
可
然
」
と
あ
つ
た
が
、
元
老
院
で
も
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
黙
を
考
慮
し
て
創
除
し
た
の
で
あ
ろ

　
う
。

第
百
二
十
五
條
　
第
五
十
條
乃
至
第
五
十
二
條
ノ
規
定
ハ
之
ヲ
縁
組
二
適
用
ス
但
本
章
第
一
節
二
定
メ
タ
ル
條
件
二
遠
背
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　
元
老
院
提
出
案
第
百
七
十
九
條
と
實
質
的
に
攣
ら
な
い
。
第
五
十
條
乃
至
第
五
十
二
條
は
、
元
老
院
提
出
案
第
六
十
條
乃
至
第
六
十
二
條
に

　
同
じ
。

　
　
　
　
　
第
三
節
養
子
縁
組
ノ
誰
擦

第
百
二
十
六
條
縁
組
ハ
縁
組
讃
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
護
ス
但
第
二
百
九
十
一
條
ノ
規
定
ノ
適
用
ヲ
妨
ケ
ス
第
五
十
四
條
ノ
規
定
ハ
縁
組
二
之
ヲ
適
用

　
ス

　
　
註
　
元
老
院
提
出
案
第
百
八
十
條
　
縁
組
ハ
綾
組
護
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
謹
ス
可
シ
但
第
四
百
十
條
ノ
規
定
ノ
適
用
ヲ
妨
ケ
ス

　
　
　
　
第
六
十
四
條
及
ヒ
第
六
十
六
條
ノ
規
定
ハ
縁
組
二
之
ヲ
適
用
ス

　
　
若
干
字
旬
の
攣
更
が
あ
る
が
、
實
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
第
二
百
九
十
一
條
、
第
五
十
四
條
は
元
老
院
提
出
案
第
四
百
十
條
、
第
六
十
六

條
に
同
じ
．
元
老
院
提
峯
第
六
西
條
（
噌
耀
藤
五
V
は
創
除
さ
れ
た
の
で
、
引
き
つ
が
れ
て
い
な
い
．



〔
元
老
院
提
出
案
第
百
八
十
一
條
〕
（
婿
養
子
縁
組
の
詮
明
方
法
）
　
（
削
除
）

　
　
　
　
　
第
四
節
　
養
子
縁
組
ノ
不
成
立
及
ヒ
無
効

第
百
二
十
七
條
（
縁
組
の
不
成
立
）
元
老
院
提
出
案
第
百
八
十
二
條
に
同
じ
。

第
百
二
十
八
條
（
養
子
縁
組
の
無
効
）
元
老
院
提
出
案
第
百
八
十
三
條
と
實
質
的
に
同
じ
。

　
　
註
　
。
本
條
に
引
用
の
第
百
三
十
條
は
、
元
老
院
提
出
案
第
百
八
十
五
條
に
同
じ
。

第
百
二
十
九
條
（
同
上
）
元
老
院
提
出
案
第
百
八
十
四
條
と
實
質
的
に
同
じ
。

　
　
註
　
本
條
に
引
用
の
第
四
十
八
條
は
、
元
老
院
提
出
案
第
五
十
八
條
に
同
じ
。

第
百
三
十
條
（
戸
主
及
び
被
後
見
人
の
無
効
訴
椹
）
元
老
院
提
出
案
第
百
八
十
五
條
と
實
質
的
に
同
じ
。

　
　
註
　
本
條
に
引
用
の
第
百
八
條
、
第
百
九
條
は
、
元
老
院
提
出
案
第
百
六
十
二
條
、
第
百
六
十
三
條
に
同
じ
。

第
百
三
十
一
條
　
強
暴
ノ
爲
メ
承
諾
二
蝦
疵
ア
ル
縁
組
ノ
無
効
ハ
彊
暴
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
二
限
リ
之
ヲ
講
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
彊
暴
ヲ
冤
カ
レ
タ
ル

　
後
縁
組
ヲ
認
諾
シ
叉
ハ
三
全
月
ヲ
過
キ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
訴
椹
ヲ
失
フ

　
　
註
　
元
老
院
提
出
案
第
百
八
十
六
條
　
家
違
叉
ハ
強
暴
ノ
爲
メ
承
諾
二
毅
庇
ア
ル
縁
組
ノ
無
効
ハ
錯
誤
ヲ
爲
シ
又
ハ
強
暴
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
二
限
リ
之
ヲ
請
求
ス
ル

　
　
　
コ
ト
ヲ
得
但
錯
誤
ヲ
知
リ
又
ハ
強
暴
ヲ
免
カ
レ
タ
ル
後
縁
組
ヲ
認
諾
シ
又
ハ
三
奉
月
ヲ
過
キ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
訴
椹
ヲ
失
フ

　
　
本
條
は
か
な
り
攣
更
さ
れ
て
い
る
が
、
修
正
理
由
は
残
念
な
が
ら
明
ら
か
で
な
い
。

第
百
三
十
二
條
第
百
十
六
條
乃
至
第
百
二
十
條
二
定
メ
タ
ル
許
諾
ナ
ク
シ
テ
爲
シ
タ
ル
縁
組
ノ
無
効
ハ
許
諾
ヲ
與
フ
可
キ
者
又
ハ
許
諾
ヲ
受
ク

　
可
キ
者
二
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
第
六
十
條
第
二
項
、
第
六
十
一
條
及
ヒ
第
六
十
二
條
ノ
規
定
ハ
此
無
効
訴
権
二
之
ヲ
適
用
ス

　
　
註
　
第
六
十
條
第
二
項
　
許
諾
ア
リ
タ
ル
場
合
ト
錐
モ
其
許
諾
力
強
暴
二
原
因
シ
タ
ル
ト
キ
モ
亦
同
シ

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
ρ
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
九
三
七
）



明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
九
三
八
）

第
六
十
一
條
　
前
條
ノ
場
合
二
於
テ
婚
姻
ノ
許
諾
ヲ
與
フ
可
キ
者
力
婚
姻
ヲ
認
諾
セ
ス
シ
テ
死
亡
シ
又
ハ
其
意
思
ヲ
表
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
法
律
二
定
メ

　
タ
ル
順
位
二
從
ヒ
テ
其
許
諾
ヲ
與
フ
可
キ
者
ハ
無
効
訴
灌
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

第
六
十
二
條
　
第
六
十
條
二
掲
ケ
タ
ル
無
効
訴
椹
ハ
左
ノ
場
合
二
於
テ
消
滅
ス

　
第
一
　
婚
姻
ノ
許
諾
ヲ
與
フ
可
キ
者
力
認
諾
ヲ
爲
シ
又
ハ
婚
姻
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
シ
後
三
杢
月
ヲ
過
キ
タ
ル
ト
キ

　
第
二
　
三
奉
月
内
ト
難
モ
許
諾
ヲ
受
ク
可
キ
者
力
婚
姻
上
ノ
成
年
二
至
リ
叉
ハ
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ

元
老
院
提
出
案
第
七
十
四
條
　
第
七
十
二
條
二
掲
ケ
タ
誓
無
効
訴
穫
ハ
左
ノ
場
合
二
於
テ
消
滅
ス

　
第
一
　
婚
姻
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
可
キ
者
及
ヒ
許
諾
ヲ
與
フ
可
キ
者
二
付
テ
ハ
其
許
諾
ヲ
與
フ
可
キ
者
力
認
諾
ヲ
爲
シ
又
ハ
婚
姻
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
シ
後

　
　
三
奉
月
ヲ
過
キ
タ
ル
ト
キ

　
第
二
　
許
諾
ヲ
與
フ
可
キ
者
二
付
テ
ハ
三
奉
月
内
ト
錐
モ
許
諾
ヲ
受
ク
可
キ
者
力
婚
姻
上
ノ
成
年
二
至
リ
又
ハ
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ

　
第
三
　
許
諾
ヲ
受
ク
可
キ
者
二
付
テ
ハ
婚
姻
上
ノ
成
年
二
至
リ
タ
ル
ト
キ

　
　
第
百
十
六
條
乃
至
第
百
二
十
條
は
、
元
老
院
提
出
案
第
百
七
十
條
乃
至
第
百
七
十
四
條
に
該
當
す
る
。
ま
た
第
六
十
條
第
二
項
、
第
六
十
一

　
條
、
第
六
十
二
條
は
、
元
老
院
提
出
案
第
七
十
二
條
第
二
項
、
第
七
十
三
條
、
第
七
十
四
條
に
該
當
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
字
句
の
攣
更
が
あ
り
、

　
と
く
に
同
案
第
七
十
四
條
と
、
奮
民
法
第
六
十
二
條
と
の
間
に
は
、
實
質
的
に
も
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
奮
民
法
は
「
許
諾
ヲ
受

　
ク
可
キ
者
」
の
無
効
訴
権
を
、
成
年
に
至
る
ま
で
無
期
限
に
み
と
め
た
の
で
あ
る
が
、
修
正
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。

第
百
三
十
三
條
（
婿
養
子
縁
組
の
無
効
訴
穫
）
元
老
院
提
出
案
第
百
八
十
八
條
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
第
五
節
　
養
子
縁
組
ノ
効
力

　
　
註
　
元
老
院
提
出
案
の
「
効
果
」
を
「
効
力
」
と
修
正
し
た
の
で
あ
る
。

第
百
三
十
四
條
養
子
ハ
縁
組
ノ
日
ヨ
リ
養
家
二
於
テ
嫡
出
子
ノ
権
利
及
ヒ
義
務
ヲ
有
ス

　
　
元
老
院
提
出
案
第
八
十
九
條
の
但
書
「
親
属
ノ
關
係
ヨ
リ
生
ス
ル
養
料
ノ
義
務
ハ
此
力
爲
メ
ニ
攣
更
ス
ル
コ
ト
無
シ
」
を
創
除
し
た
の
で
あ

る
．
麓
綾
直
系
親
籍
蕎
の
養
料
籍
霧
を
規
宅
て
い
る
久
蚕
嫌
観
雛
罐
出
V
、
こ
の
但
謹
注
意
墾
の
意
睦
享



　
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
元
老
院
で
そ
れ
が
削
除
さ
れ
た
の
は
、
注
意
規
定
で
あ
つ
だ
た
め
で
は
な
く
、
別
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
、
元
來
．

　
養
料
の
問
題
は
第
一
草
案
以
來
い
ろ
い
ろ
議
論
の
多
か
つ
た
規
定
で
あ
り
、
法
律
取
調
委
員
會
に
お
い
て
も
、
尾
崎
三
良
は
つ
よ
く
そ
の
創
除

　
を
主
張
し
て
い
た
。
　
「
古
來
我
國
ニ
ハ
法
律
ヲ
以
テ
養
料
ノ
義
務
ヲ
強
迫
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
然
レ
ト
モ
父
子
ノ
間
ハ
天
性
二
出
テ
加
フ
ル
ニ

　
教
育
風
俗
ノ
美
ヲ
以
テ
シ
未
タ
此
ノ
如
キ
張
迫
ヲ
必
要
ト
セ
サ
ル
ナ
リ
」
「
其
必
要
ナ
キ
ニ
特
二
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス
ル
ト
キ
ハ
却
テ
親

子
骨
肉
ノ
關
係
ハ
是
二
止
ル
カ
如
キ
懸
ヲ
惹
起
シ
、
我
國
固
有
ノ
美
俗
良
風
ヲ
傷
害
ス
ル
ニ
至
ラ
ソ
．
故
養
料
ノ
翫
＋
藻
（
鷺
護

種
麗
謹
）
ハ
害
之
ヲ
農
ス
き
と
い
－
の
が
、
彼
の
論
旨
墓
る
・
彼
の
姦
竃
か
か
恕
ず
・
こ
窺
定
は
元
老
院
欝
案
に

　
も
存
在
し
て
い
る
。
元
老
院
の
審
査
に
際
し
て
も
、
お
そ
ら
く
彼
は
は
げ
し
い
反
封
を
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
同
院
調
査
委
員
の
一
人
で
あ
つ

　
た
小
畑
美
稻
の
談
話
に
よ
れ
ば
、
前
に
も
一
言
し
た
ご
と
く
元
老
院
提
出
案
第
三
章
第
二
節
第
二
十
七
條
乃
至
第
三
十
五
條
の
養
料
關
係
の
規

定
は
塗
兀
老
院
箭
塗
を
こ
ろ
、
麓
募
布
の
際
、
政
府
が
そ
の
嘉
分
窓
た
た
び
附
加
し
奄
の
と
さ
れ
乱
糖
（
漿
窯

　
條
）
。
元
老
院
で
養
料
の
條
文
を
全
て
創
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
當
然
に
第
百
八
十
九
條
の
但
書
の
部
分
も
創
つ
た
筈
で
あ
ろ
う
。
，

第
百
三
十
五
條
（
養
子
の
特
有
財
産
に
封
す
る
所
有
椹
）
元
老
院
提
出
案
第
百
九
十
條
に
同
じ
。

〔
元
老
院
提
出
案
第
百
九
十
一
條
〕
養
子
ハ
縁
組
ノ
日
ヨ
リ
養
家
二
於
テ
正
出
子
ノ
権
利
及
ヒ
義
務
ヲ
有
ス

　
　
本
條
箭
除
さ
れ
た
．
こ
の
條
妻
た
「
無
用
」
（
舞
郵
）
と
楚
ら
れ
た
の
で
あ
禽
．

　
　
　
　
　
第
六
節
　
罰
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
マ
ロ

第
百
三
十
六
條
　
縁
組
申
出
ノ
時
二
必
要
ノ
書
類
ヲ
差
出
タ
サ
シ
メ
サ
ル
身
分
取
扱
吏
ハ
ニ
圓
以
上
二
十
圓
以
下
ノ
過
料
二
庭
ス

　
縁
組
ノ
不
成
立
又
ハ
無
効
タ
ル
可
キ
法
律
上
ノ
原
因
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
テ
其
儀
式
ヲ
行
フ
ヲ
差
止
メ
サ
ル
身
分
取
扱
吏
ハ
三
圓
以
上
三
十
圓
以

　
下
ノ
罰
金
二
庭
ス

　
　
元
老
院
提
出
案
第
百
九
十
二
條
第
一
項
の
「
三
圓
以
上
三
十
圓
以
下
ノ
罰
金
」
が
コ
一
圓
以
上
二
十
圓
以
下
ノ
罰
金
」
に
、
第
二
項
の
「
十

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
蓉
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
九
三
九
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
九
四
〇
）

　
一
日
以
上
六
月
以
下
ノ
輕
禁
鋼
叉
ハ
五
圓
以
上
五
十
圓
以
下
ノ
罰
金
」
が
「
三
圓
以
上
三
十
圓
以
下
ノ
罰
金
」
に
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同

條
に
關
し
て
婆
環
鵡
）
の
意
見
書
に
「
嚴
二
過
ク
、
官
憲
戒
令
ヲ
用
ル
ヲ
宜
シ
養
と
奢
、
ま
た
石
井
忠
轟
難
訴
）
羨

法
犯
（
懐
翻
莚
ノ
如
キ
ハ
釜
ノ
刑
二
及
ホ
サ
サ
ル
モ
罰
金
ノ
醤
内
二
於
薦
セ
ラ
ル
劣
奮
ナ
ラ
．
卿
、
」
と
い
憲
見
を
寄
せ
て

　
い
た
。
元
老
院
で
も
こ
れ
と
同
じ
見
解
の
も
と
に
、
刑
を
減
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
第
八
章
　
養
子
ノ
離
縁

　
　
　
　
　
第
一
節
協
議
ノ
離
縁

　
　
註
　
元
老
院
提
出
案
第
八
章
「
養
子
縁
組
ノ
離
縁
及
ヒ
解
除
　
第
一
節
離
縁
　
第
一
款
協
議
ノ
離
縁
」
が
前
示
の
ご
と
く
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
百
三
十
七
條
（
協
議
離
縁
の
當
事
者
）
元
老
院
提
出
案
第
百
九
十
三
條
に
同
じ
。

第
百
三
十
八
條
　
離
縁
ヲ
爲
サ
ソ
ト
ス
ル
養
子
ハ
縁
組
許
諾
ノ
爲
メ
定
メ
タ
ル
規
則
二
從
ヒ
其
父
母
、
阻
父
母
叉
ハ
後
見
人
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
ル
コ

　
ト
ヲ
要
ス

　
　
元
老
院
提
出
案
第
百
九
十
四
條
の
「
父
母
、
嫡
母
、
縫
父
、
縫
母
、
租
父
母
叉
ハ
親
族
會
」
を
「
父
母
、
組
父
母
叉
ハ
後
見
人
」
と
修
正
し

た
の
で
あ
る
．
嫡
母
は
實
母
に
準
じ
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
（
舖
騨
籍
叶
鹸
の
）
省
略
し
た
の
で
あ
ろ
う
．
「
機
父
、
響
」
を
除
い
た

　
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
「
縁
組
許
諾
ノ
爲
定
メ
タ
ル
規
則
」
の
中
に
、
第
百
十
九
條
（
鋪
鵬
）
も
當
然
に
ふ
く
ま
れ
る
か
ら
明
記
す
る
必
要

が
な
い
と
董
た
の
か
轟
紮
い
。
「
親
蕃
」
を
「
後
昊
」
に
改
め
た
の
は
、
元
老
院
提
出
案
筈
七
士
條
（
職
講
）
の
修
正
に

　
封
鷹
す
る
も
の
で
あ
る
。

〔
元
老
院
提
出
案
第
百
九
十
五
條
〕
協
議
二
因
リ
テ
離
縁
ヲ
爲
サ
ソ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
當
事
者
ハ
豫
メ
財
産
上
ノ
事
項
ヲ
約
束
ス
可
シ
　
（
創
除
）

第
百
三
十
九
條
　
當
事
者
ハ
離
縁
協
議
書
二
左
ノ
書
類
ヲ
添
ヘ
テ
身
分
取
扱
吏
二
屈
出
ッ
可
シ

　
第
一
　
縁
組
鐙
書



．．第
言……　一

離
縁
ノ
爲
メ
ニ
必
要
ナ
ル
許
諾
書
叉
ハ
許
諾
ヲ
得
ル
能
ハ
サ
ル
事
由
ヲ
謹
ス
ル
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ロ

元
老
院
提
出
案
第
百
九
十
六
條
當
事
者
ハ
離
豫
協
議
書
ヲ
作
リ
之
二
左
ノ
書
類
ヲ
添
ヘ
テ
逼
裁
剣
所
．
一
差
出
タ
シ
離
縁
ノ
認
可
ヲ
受
ク
可
シ

　
第
一
　
前
條
二
記
載
シ
タ
ル
約
東
書

　
第
二
　
豫
組
誰
書

　
第
三
　
離
縁
ノ
爲
メ
ニ
必
要
ナ
ル
許
諾
書
又
ハ
許
諾
ヲ
得
ル
能
ハ
サ
ル
事
由
ヲ
護
ス
ル
書
類

　
　
協
議
離
縁
に
封
す
る
裁
到
所
認
可
の
問
題
は
、
す
で
に
法
律
取
調
委
員
會
で
も
再
調
査
案
を
巡
っ
て
賛
否
の
意
見
が
封
立
し
た
こ
と
は
前
節

　
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
際
議
官
側
の
委
員
で
反
謝
し
た
者
は
棋
村
、
渡
、
賛
成
し
た
者
は
村
田
で
あ
つ
た
が
、
尾
崎
も
ま
た
反
封
の
一

　
人
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
そ
の
意
見
書
に
「
認
可
ヲ
與
フ
ト
ア
レ
ハ
、
叉
認
可
セ
サ
ル
事
モ
ァ
ル
ヘ
シ
。
裁
劃
所
ハ
何
二
依
テ
之
ヲ
許
否
ス
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
ヤ
。
徒
ラ
ニ
手
藪
ヲ
檜
」
す
故
に
「
從
來
ノ
奮
慣
二
依
リ
」
「
協
議
ノ
場
合
ニ
ハ
身
分
取
扱
人
二
申
述
ス
ル
事
ニ
テ
足
レ
リ
」
と
あ
る
こ
と
か

　
ら
わ
か
る
。
元
老
院
の
修
正
は
、
こ
の
よ
う
な
尾
崎
、
棋
村
、
渡
の
反
封
意
見
が
功
を
奏
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
第
二
節
特
定
原
因
ノ
離
縁

　
　
註
　
元
老
院
提
出
案
の
第
八
章
第
一
節
第
二
款
が
第
八
章
第
二
節
と
攣
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
百
四
十
條
　
離
縁
ハ
左
ノ
原
因
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
第
一
　
養
子
ヨ
リ
養
家
ノ
尊
属
親
二
封
シ
叉
ハ
養
家
ノ
尊
属
親
ヨ
リ
養
子
二
封
ス
ル
暴
虐
、
脅
迫
、
遺
棄
又
ハ
重
大
ノ
侮
辱

　
第
二
　
重
罪
二
因
レ
ル
虞
刑

　
第
三
　
窃
盗
叉
ハ
詐
欺
取
財
ノ
罪
二
因
レ
ル
重
禁
鋼
一
年
以
上
ノ
庭
刑

　
第
四
　
浪
費

　
第
八
十
二
條
及
ヒ
第
八
十
八
條
ノ
規
定
ハ
離
縁
二
之
ヲ
適
用
ス

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
九
四
一
）



註

明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
　
（
九
四
二
）

第
八
十
二
條
離
婚
ノ
請
求
ヲ
爲
ス
一
方
二
封
シ
テ
離
婚
ノ
原
囲
存
ス
ル
ト
キ
ハ
億
！
一
方
モ
反
訴
ヲ
以
テ
離
婚
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
然
レ
ト
モ
前
條
第
三
號
及
ヒ
第
四
號
二
記
載
ス
ル
重
罪
又
ハ
輕
罪
ノ
刑
二
盧
セ
ラ
レ
タ
ル
一
方
ハ
他
ノ
一
方
ノ
慮
刑
ヲ
原
因
ト
シ
テ
離
婚
ヲ
請
求
ス
ル
コ

　
ト
ヲ
得
ス

元
老
院
提
出
案
第
百
九
十
七
條
　
離
縁
ハ
法
律
二
定
メ
タ
ル
原
因
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
一
方
ヨ
リ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
其
原
因
ハ
左
ノ
如
シ

　
第
一
ー
第
四
略
（
前
掲
奮
民
法
第
百
四
十
條
第
一
ー
第
四
に
同
じ
）

　
第
百
四
條
第
百
五
條
第
百
十
二
條
ノ
規
定
ハ
離
縁
二
之
ヲ
適
用
ス

　
　
元
老
院
提
出
案
第
百
九
十
七
條
と
、
實
質
的
に
攣
ら
な
い
。
第
八
十
二
條
、
第
八
十
八
條
は
、
元
老
院
提
出
案
第
百
五
條
、
第
百
十
二
條
に

　
該
當
し
、
前
者
に
お
い
て
若
干
の
攣
更
が
あ
る
。
ま
た
元
老
院
提
出
案
第
百
四
條
（
離
婚
せ
ん
と
す
る
夫
婦
の
和
譜
の
規
定
）
は
、
元
老
院
で

　
創
除
さ
れ
た
の
で
、
引
き
つ
が
れ
て
い
な
い
。

第
百
四
十
一
條
，
（
離
縁
訴
椹
を
有
す
る
者
）
元
老
院
提
出
案
第
百
九
十
八
條
に
同
じ
。

第
百
四
十
二
條
（
養
親
及
び
養
子
が
禁
治
産
の
場
合
の
離
縁
請
求
）
元
老
院
提
出
案
第
百
九
十
九
條
に
同
じ
。

第
百
四
十
三
條
（
十
五
年
以
下
の
養
子
の
離
縁
請
求
）
元
老
院
提
出
案
第
二
百
條
に
同
じ
。

第
百
四
十
四
條
養
子
力
養
父
母
ト
同
居
ス
ル
ト
キ
ハ
裁
到
所
ハ
離
縁
ノ
訴
訟
中
養
子
ヲ
シ
テ
佳
家
ヲ
去
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

　
此
場
合
二
於
テ
ハ
養
子
ハ
衣
服
其
他
ノ
日
用
物
品
ヲ
持
去
リ
且
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
養
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
裁
到
所
ハ
養
子
ノ
請
求
二
因
リ
テ
其
財
産
ヲ
保
存
ス
ル
爲
メ
ニ
必
要
ナ
ル
虚
分
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

　
　
元
老
院
提
出
案
第
二
百
一
條
第
二
項
の
「
養
料
及
ヒ
訴
訟
費
」
を
「
養
料
」
に
、
同
條
第
三
項
「
権
利
保
存
ノ
爲
メ
」
を
「
其
財
産
ヲ
保
存

　
ス
ル
爲
メ
」
と
改
め
た
の
み
。

第
百
四
十
五
條
　
離
縁
ハ
養
子
ノ
家
督
相
綾
後
之
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
註
　
元
老
院
提
出
案
第
二
百
九
條
　
離
縁
及
ヒ
縁
組
解
除
ハ
養
子
ノ
家
督
相
績
後
之
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス



　
　
養
子
戸
主
離
縁
の
問
題
は
、
す
で
に
法
律
取
調
委
員
會
で
も
問
題
に
な
り
、
報
告
委
員
側
の
要
望
で
、
元
老
院
提
出
案
第
二
百
九
條
が
成
立

　
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
前
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
從
來
の
慣
習
に
反
す
る
規
定
の
こ
と
と
て
、
元
老
院
で
も
當
然
論
議
の
勤
象
に
な

　
つ
た
も
の
と
推
察
し
て
い
い
。
　
「
村
田
書
入
」
に
縁
「
現
今
ノ
法
ニ
ハ
戸
主
ト
爲
ル
モ
協
議
上
離
縁
ハ
許
可
セ
リ
。
故
二
此
改
正
ニ
テ
モ
特
別

　
原
因
ノ
離
縁
ノ
節
二
組
入
ル
レ
ハ
協
議
上
ナ
レ
ハ
、
戸
主
ト
錐
モ
離
縁
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
決
セ
リ
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
養
子
戸
主
の
協

　
議
離
縁
を
み
と
め
る
修
正
が
成
立
し
た
事
情
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
到
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
村
田
書
入
」
は
、
從
來
、
協
議
離
縁
だ
け
が
許
さ

　
れ
て
い
た
よ
う
に
い
つ
て
い
る
が
、
實
際
に
は
裁
剣
上
の
離
縁
も
み
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
明
治
六
年
五
月
の
太
政
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
指
令
に
は
「
養
子
戸
主
瀬
惰
放
蕩
ニ
テ
養
父
母
ヨ
リ
離
別
願
出
ル
モ
實
家
承
引
不
致
」
場
合
に
「
裁
到
所
ノ
虞
断
ヲ
可
受
條
理
」
と
あ
り
、
ま

　
た
十
年
五
月
、
玉
乃
世
履
司
法
卿
代
理
よ
り
、
岩
倉
右
大
臣
に
饗
す
る
上
申
に
「
養
子
ノ
戸
主
縦
令
之
ヲ
（
離
縁
を
指
す
1
手
塚
註
）
承
諾
セ
サ

　
ル
モ
、
放
蕩
一
家
ノ
浮
沈
二
管
ス
ル
ノ
事
實
ア
リ
テ
、
養
母
親
族
蓮
署
シ
テ
願
出
ル
ニ
於
テ
ハ
…
…
地
方
官
之
ヲ
裁
到
虚
分
ス
ヘ
キ
鰍
、
是
レ

　
決
シ
テ
其
理
ナ
キ
ナ
リ
。
抑
モ
離
縁
ノ
雫
モ
帥
チ
人
民
私
椹
上
ノ
孚
ニ
シ
テ
他
ノ
普
通
ノ
孚
訟
ト
異
ナ
ル
所
ナ
シ
…
…
現
今
既
二
各
地
方
裁
到

　
所
ヲ
設
ケ
ラ
レ
タ
ル
上
ハ
、
右
等
ノ
裁
到
ハ
勿
論
裁
到
所
ノ
権
任
ナ
リ
ト
思
考
セ
リ
」
と
あ
り
、
太
政
官
か
ら
「
固
ヨ
リ
裁
到
所
ノ
権
ナ
リ
ト

　
心
得
可
シ
」
の
指
令
を
う
け
る
や
、
同
年
七
月
十
三
日
司
法
省
丁
第
五
十
號
達
を
以
て
、
大
審
院
及
び
各
上
等
裁
到
所
へ
そ
の
旨
を
通
達
し
て

い
禦
ら
で
あ
る
・
元
老
院
で
警
乞
た
從
來
の
蒲
を
誤
解
し
奄
の
と
い
わ
ね
窪
髪
い
・
な
お
苗
中
蛎
ズ
魏
離
囑
）
及

び
千
谷
雛
（
魏
難
）
の
意
呈
髪
、
養
子
戸
主
の
離
縁
を
許
す
べ
し
と
す
る
見
解
が
葵
ら
れ
て
い
た
．

　
　
　
　
　
第
三
節
　
離
縁
ノ
効
果

　
謡
　
元
老
院
提
出
案
第
八
章
第
一
節
第
三
款
が
第
八
章
第
三
節
に
攣
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
百
四
十
六
條
　
離
縁
ハ
其
屈
出
叉
ハ
裁
到
確
定
ノ
後
二
非
サ
レ
ハ
効
力
ヲ
生
セ
ス

　
　
元
老
院
提
出
案
第
二
百
二
條
第
一
項
に
「
其
届
出
又
ハ
」
を
挿
入
し
、
同
條
第
二
項
「
離
縁
ノ
裁
到
ハ
適
法
ノ
公
示
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
だ
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
九
四
三
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
九
四
四
）

　
以
テ
善
意
ナ
ル
第
三
者
二
鋤
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
を
創
除
し
た
の
で
あ
る
。

〔
元
老
院
提
出
案
第
二
百
三
條
〕
養
子
ハ
離
縁
二
因
リ
テ
養
家
ヲ
去
ル
若
シ
未
成
年
ナ
ル
ト
キ
ハ
普
通
法
二
從
ヒ
テ
更
二
親
椹
叉
ハ
後
見
二
服
ス

養
子
ト
其
養
家
二
於
テ
生
ミ
タ
ル
子
ト
ノ
間
ノ
養
料
ノ
義
務
ハ
離
縁
ノ
爲
メ
ニ
攣
更
ス
ル
コ
ト
無
シ

　
　
本
條
は
創
除
さ
れ
た
．
こ
れ
庭
「
無
用
」
（
腰
麹
と
董
ら
れ
た
の
墓
ろ
う
．

第
百
四
十
七
條
（
離
縁
と
な
り
た
る
養
子
の
所
有
財
産
請
求
樺
）
元
老
院
提
出
案
第
二
百
四
條
に
同
じ
。

第
百
四
十
八
條
（
婿
養
子
縁
組
の
離
縁
）
元
老
院
提
出
案
第
二
百
五
條
に
同
じ
。

〔
元
老
院
提
出
案
〕
第
二
節
　
縁
組
解
除

第
二
百
六
條
乃
至
第
二
百
八
條
略
（
前
節
参
照
）

〔
同
　
　
　
　
上
〕
第
三
節
　
離
縁
及
ヒ
縁
組
解
除
二
關
ス
ル
通
則

第
二
百
九
條
前
掲
（
奮
民
法
第
百
四
十
五
條
の
項
参
照
）

　
　
こ
の
二
節
は
い
ず
れ
も
創
除
さ
れ
た
。
縁
組
解
除
は
、
從
來
の
慣
習
に
は
な
か
つ
た
規
定
で
あ
り
、
す
で
に
法
律
取
調
委
員
會
で
も
、
ひ
と

　
た
び
は
否
決
さ
れ
た
も
の
が
、
報
告
委
員
側
の
要
望
で
存
績
し
た
こ
と
は
、
前
々
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
慣
習
に
な
い
こ
と
」

（
舞
甦
浦
）
が
元
老
院
の
審
議
喬
除
さ
れ
た
の
鰭
肇
あ
ろ
き
庭
撃
る
鐘
簿
、
歪
器
）
、
北
條
元
利
（
難
饗

及
び
吉
幾
胴
醤
奮
轟
甚
れ
て
い
た
．
例
え
ば
堤
は
「
紫
設
ヶ
ハ
幼
年
ニ
シ
テ
他
人
ノ
養
子
－
ナ
ル
者
ヲ
專
ラ
保
護
セ
ン
ー

　
ス
ル
ニ
由
ル
モ
ノ
ナ
ル
可
キ
モ
、
…
…
法
律
ノ
明
文
ヲ
掲
ク
ル
ハ
養
親
子
ノ
親
愛
ヲ
望
ム
ニ
封
シ
徳
義
上
甚
タ
好
マ
シ
カ
ラ
ス
」
「
之
ヲ
鵬
除

　
セ
ラ
ル
ル
方
可
然
ト
思
考
洛
」
と
述
べ
て
い
る
。
策
三
節
を
創
除
し
た
の
は
、
前
に
述
べ
た
第
百
四
十
五
條
の
新
設
に
關
蓮
す
る
も
の
で
あ

　
る
。



　
以
上
は
、
第
七
章
の
養
子
縁
組
の
條
項
に
關
す
る
元
老
院
の
修
正
経
過
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
修
正
も
、
從
來
の
慣
召
に
副
う

べ
く
保
守
的
立
場
か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
創
除
さ
れ
た
も
の
は
、
從
來
の
慣
習
に
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
飴
り
に
も

當
然
の
事
と
考
え
ら
れ
た
も
の
が
、
そ
の
大
部
分
で
あ
つ
た
。
こ
の
二
章
以
外
の
章
に
お
け
る
養
子
關
係
の
條
項
に
封
し
て
も
、
ま
た
同
様
の
立

場
か
ら
の
修
正
が
若
干
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
養
子
の
婚
姻
に
謝
す
る
許
諾
権
者
は
、
實
家
の
父
母
で
は
な
く
し
て
養
父
母
で
あ
る
と
い
う
規

寒
黎
謹
出
）
、
量
響
享
る
者
が
季
籍
に
よ
つ
て
鯉
坂
災
る
馨
、
量
程
裏
舞
る
規
定
（
翫
薫
離
V
が
削
除
さ
れ
た

の
は
、
從
來
の
慣
習
上
、
飴
り
に
も
當
然
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
り
、
家
族
の
養
子
縁
組
に
封
す
る
戸
主
の
許
諾
椹
（
だ
細
）
は
、
元
老
院
提
出

案
薩
）
琵
較
し
て
一
段
轟
化
さ
発
が
、
こ
楚
つ
い
て
鏡
の
機
會
転
が
詳
論
し
た
の
で
、
そ
れ
に
ゆ
ず
り
鈎
．
な
お
、
養
子
を

め
ぐ
る
婚
姻
障
害
の
規
定
中
「
養
父
母
ト
季
ノ
配
偶
者
又
ハ
葦
舞
ト
商
」
（
黎
灘
出
）
を
「
菱
髪
ハ
蕎
霧
巻
子
ノ
配
偶
者

叉
ハ
葦
霧
（
議
V
と
改
め
た
の
は
、
吉
永
盛
徳
（
響
び
伊
敷
辮
董
思
曇
が
指
摘
す
る
ご
と
く
』
婆
の
隣
を
補
つ
た

に
す
ぎ
ず
、
養
子
と
養
父
母
と
の
駕
關
係
の
規
定
（
箋
灘
出
〉
に
「
但
養
子
－
ハ
婁
ヲ
羅
ス
」
を
加
え
た
縫
、
注
意
規
定
の
焚
で
あ

り
、
養
子
縁
組
の
無
効
、
離
縁
の
場
合
に
實
家
に
復
露
す
る
規
定
（
廊
嗜
餓
罎
酬
潔
配
雁
靴
練
肝
）
、
上
記
の
場
合
、
戸
主
の
許
諾
を
う
け
な
か
つ
た
た

め
、
復
籍
を
拒
絶
さ
れ
た
喜
は
、
一
家
を
翌
す
る
規
蓋
講
黙
議
凝
誰
頑
屋
麺
、
量
蓼
享
る
者
が
、
養
子
縁
組
の
無
効

義
離
墜
よ
つ
て
去
家
し
蕩
合
、
量
程
奮
そ
の
家
歪
ま
る
規
案
鷺
難
製
毒
鰍
）
、
そ
の
場
合
に
、
そ
の
卑
嶺
の
引
取
入

籍
を
な
し
う
る
規
定
（
煙
難
製
蕪
慰
簿
、
多
劣
文
言
の
相
濃
碧
が
、
實
質
纏
舞
覆
く
、
離
婚
訴
訟
中
の
馨
子
の
去
家

規
定
（
腫
翻
難
藤
葡
八
）
及
び
養
子
の
濃
建
は
實
家
の
濃
も
會
員
告
葛
禦
（
翫
講
羅
藻
益
築
）
は
、
黎
共
窒
く
同
モ

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
養
子
制
度
に
關
す
る
元
老
院
の
修
正
は
、
「
家
の
た
め
の
養
子
法
」
の
基
本
原
則
を
さ
ら
に
お
し
す
す
め
た
も
の
で
あ
つ
た
。

と
く
に
、
法
律
取
調
委
員
會
で
は
實
現
さ
れ
な
か
つ
た
修
正
意
見
が
、
か
な
り
織
り
込
ま
れ
た
こ
と
が
目
立
っ
。
協
議
離
婚
に
封
す
る
裁
到
所
の

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
か
蕉
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
（
九
四
五
）



　
　
　
膀
治
二
＋
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
σ
　
　
（
九
四
δ

介
入
の
排
除
、
縁
組
解
除
の
慶
止
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
っ
い
て
の
立
法
趣
旨
は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
と

か
く
養
子
自
身
に
封
し
不
利
に
作
用
し
が
ち
な
協
議
離
縁
の
危
険
性
を
避
け
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
規
定
で
あ
つ
た
し
、
後
者
が
養
子
の
立
場
を

保
護
す
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
い
わ
ば
、
爾
規
定
は
「
家
の
た
め
の
養
子
法
」
の
中
に
、
わ
ず
か
に
混
入
し
て
い
た
「
子
の
た

め
の
養
子
法
」
で
あ
つ
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
規
定
が
全
く
創
除
さ
れ
た
こ
と
は
、
「
家
の
た
め
の
養
子
法
」
的
性
格
が
、
一
段

と
張
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
昧
す
る
。

　
か
く
し
て
、
再
調
査
案
以
來
、
村
田
、
棋
村
、
尾
崎
等
が
企
圖
し
た
養
子
制
度
の
「
家
」
の
制
度
的
修
正
は
、
善
民
法
の
公
布
に
ょ
っ
て
、
一

感
そ
の
絡
止
符
が
打
た
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
等
の
見
解
の
全
て
が
實
現
し
た
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
村
田
の
「
裁
到
離
縁
原
因

か
ら
國
薙
を
の
ぞ
く
」
議
論
（
翻
）
、
蒋
の
「
漿
の
婿
養
子
を
約
す
る
肇
議
謬
從
つ
て
許
す
」
意
具
翻
〉
、
尾
崎
の
「
先
方
配
偶

者
の
死
亡
し
た
養
子
が
、
灘
協
議
の
上
、
養
家
よ
り
直
接
他
家
に
入
る
こ
と
を
薯
握
い
許
可
す
る
」
影
（
擁
貌
難
璽
、
醸
壁
騨

翻
除
）
等
は
、
奮
民
法
に
實
現
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
、
元
老
院
で
多
歎
の
賛
成
が
え
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
彼
等
を
中
心

と
す
る
保
守
派
の
最
大
公
約
数
的
意
見
が
奮
民
法
の
裡
に
實
を
結
ん
だ
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
骨
組
は
大
髄
に
お
い
て
営
時

の
慣
習
を
成
文
化
し
た
も
の
で
あ
つ
た
と
み
て
い
い
。

（
1
）
　
「
奮
民
法
編
纂
沿
革
他
六
黙
」
・
日
本
學
術
振
興
會
版
・
七
枚
表
裏
。

（
2
）
　
前
掲
書
・
八
枚
裏
i
九
枚
裏
。

（
3
）
　
「
人
事
編
大
艦
二
關
ス
ル
意
見
」
・
「
民
法
編
纂
二
關
ス
ル
裁
剣
所
及
ヒ
司
法
官
意
見
書
」
（
中
）
・
學
振
版
・
一
枚
表
ー
八
枚
裏
。
以
下
、
本
文
に
引
用
す
る

　
林
、
松
下
、
蜂
須
賀
、
岡
村
等
の
意
見
は
、
全
て
こ
の
丈
書
に
依
る
。

（
4
）
　
「
法
例
並
人
事
編
二
關
ス
ル
諸
意
見
」
・
前
掲
書
・
九
枚
表
i
七
七
枚
裏
。
こ
の
丈
書
は
、
元
老
院
提
出
案
の
條
丈
に
合
せ
て
、
各
方
面
の
意
見
を
排
列
し
た

　
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
前
掲
「
大
艦
二
關
ス
ル
意
見
」
は
、
法
律
取
調
委
員
會
に
お
い
て
、
各
方
面
の
意
見
書
を
整
理
編
集
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

（
5
）
　
拙
稿
「
明
治
二
十
三
年
民
法
（
蕉
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
灌
⑭
」
・
本
誌
第
二
七
巻
六
號
四
〇
頁
－
五
〇
頁
。



（
6
）
　
拙
稿
「
奮
民
法
（
財
産
編
・
財
産
取
得
編
前
牛
・
債
椹
捲
保
編
・
誰
掠
編
）
審
査
元
老
院
會
議
筆
記
」
・
本
誌
第
二
七
巻
一
二
號
五
六
頁
ー
七
七
頁
。

（
7
×
8
）
　
拙
稿
・
前
掲
戸
主
椹
⇔
・
四
四
頁
。

（
9
）
　
同
前
・
四
五
頁
。

（
10
）
　
元
老
院
調
査
委
員
會
で
修
正
さ
れ
た
草
案
は
、
政
府
に
呈
出
さ
れ
、
政
府
が
そ
れ
を
改
め
て
元
老
院
本
會
議
に
附
し
、
無
修
正
可
決
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

　
る
。

（
n
）
　
明
治
初
期
に
お
け
る
家
督
相
績
人
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
高
柳
眞
三
「
明
治
初
年
の
養
子
法
O
」
・
國
家
學
會
難
誌
第
四
一
巻
六
號
八
六
頁
ー
九
六
頁
。
石

　
井
良
助
「
明
治
丈
化
史
2
・
法
制
編
」
六
二
八
頁
ー
六
三
〇
頁
等
滲
照
。
奮
民
法
に
お
け
る
家
督
相
績
人
の
地
位
に
關
す
る
卑
見
は
、
將
來
、
本
誌
に
爽
表
を
豫

　
定
し
て
い
る
「
奮
民
法
に
お
け
る
相
績
制
度
」
卜
（
假
稽
）
で
詳
論
す
る
積
り
で
い
る
。

（
12
）
　
實
女
子
を
有
す
る
者
が
、
さ
ら
に
女
子
を
養
子
に
し
た
場
合
、
そ
の
養
子
（
女
）
は
家
督
相
績
人
で
は
な
い
か
ら
、
養
家
か
ら
他
家
へ
ふ
た
た
び
養
子
と
な

　
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
鮎
が
元
老
院
の
審
議
で
は
見
落
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
元
來
、
明
治
初
期
の
法
制
で
は
、
養
子
と
い
え
ば
男
を
指
し
、
女
の
場
合
は

　
別
に
養
女
と
稻
し
た
（
高
柳
・
前
掲
養
子
法
⇔
・
國
家
學
會
雑
誌
第
四
一
巻
七
號
一
五
四
頁
）
。
奮
民
法
の
養
子
は
、
第
一
草
案
以
來
、
原
則
と
し
て
男
女
を
縮
稔

　
し
て
い
る
。
し
か
し
立
法
に
從
事
し
た
保
守
派
の
人
達
は
、
養
子
と
い
え
ば
主
と
し
て
男
だ
け
を
考
慮
し
、
女
の
場
合
を
忘
れ
が
ち
で
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

　
か
。
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婦
ハ
、 尾

崎
三
良
「
民
法
草
案
人
事
編
二
關
ス
ル
意
見
書
第
一
こ
・
「
民
法
編
纂
二
關
ス
ル
意
見
書
壼
號
」
・
學
振
版
・
二
二
五
枚
表
裏
。

前
掲
「
諸
意
見
」
・
前
掲
「
裁
剣
所
及
ヒ
司
法
官
意
見
書
」
（
中
）
．
一
六
枚
表
。

前
掲
書
・
四
五
枚
裏
。

前
掲
書
・
三
三
枚
裏
。

尾
崎
三
良
「
民
法
草
案
人
事
編
二
關
ス
ル
意
見
書
」
・
「
民
法
編
纂
二
關
ス
ル
諸
意
見
並
二
難
書
㊧
」
・
學
振
版
・
二
二
五
枚
裏
－
二
二
六
枚
裏
。

拙
稿
・
前
揚
戸
主
椹
⇔
・
四
四
頁
ー
四
五
頁
。

前
掲
「
裁
剣
所
及
ヒ
司
法
官
意
見
書
」
（
中
）
・
四
六
枚
裏
。

前
掲
書
・
四
六
枚
裏
、
三
六
枚
表
。

尾
崎
・
前
掲
「
意
見
書
第
二
」
・
前
掲
「
意
見
書
壷
號
」
・
一
三
五
枚
裏
。

元
老
院
提
出
案
第
百
七
條
は
、
離
婚
訴
訟
中
で
別
居
の
婦
に
も
訴
訟
費
請
求
椹
を
み
と
め
て
い
た
。
こ
れ
に
封
し
て
尾
崎
三
良
は
「
離
婚
ノ
訴
訟
ヲ
起
シ
タ

　
　
夫
ノ
家
ヲ
去
リ
自
己
ノ
衣
服
日
用
品
ヲ
持
去
リ
、
猫
養
料
及
其
訴
訟
費
ヲ
モ
其
被
告
タ
ル
夫
ヨ
リ
強
取
ス
ル
事
ヲ
得
ル
ナ
リ
。
是
レ
婦
ヲ
保
護
ス
ル
ノ

明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
（
九
四
七
）



明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度

六
二

（
九
四
八
）

　
厚
キ
ニ
失
ス
ル
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
。
其
自
己
ノ
衣
服
目
用
品
ヲ
持
去
ル
固
ヨ
リ
論
ナ
シ
。
養
料
ヲ
請
求
ス
ル
、
猫
或
ハ
忍
フ
ヘ
シ
。
訴
訟
費
ヲ
豫
メ
強
取
セ
シ
ム
ル
ニ

　
至
テ
ハ
又
太
甚
シ
ト
云
フ
ヘ
シ
。
若
シ
此
法
ニ
シ
テ
行
ハ
シ
メ
ハ
、
人
ノ
婦
妻
タ
ル
モ
ノ
ヲ
シ
テ
建
訟
ノ
風
ヲ
養
成
セ
シ
メ
、
我
邦
幾
百
萬
ノ
室
家
夫
唱
婦
随
父

　
慈
子
孝
春
風
和
氣
ノ
良
美
俗
ヲ
憂
シ
テ
、
一
朝
妬
好
誰
既
ノ
修
羅
城
ト
爲
ス
ノ
結
果
ア
ラ
ン
。
誠
二
徴
ヲ
愼
マ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
。
　
（
中
略
）
我
國
俗
ノ
壊

　
飢
ヲ
モ
顧
ミ
ス
シ
テ
我
法
典
二
掲
グ
ル
ノ
必
要
ア
ル
ヲ
見
ス
。
故
二
断
然
訴
訟
費
ヲ
請
求
ス
ル
ノ
丈
字
ヲ
創
除
ス
ヘ
シ
」
と
い
つ
て
い
る
（
前
掲
「
意
見
書
第

　
二
」
・
前
掲
書
二
二
六
枚
裏
）
。
こ
れ
と
歩
調
を
合
せ
、
元
老
院
提
出
案
第
二
百
一
條
か
ら
「
訴
訟
費
」
を
割
除
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
2
3
）
　
「
法
制
彙
纂
」
・
民
法
第
一
版
・
五
七
二
頁
。

（
2
4
）
　
「
現
行
類
聚
法
規
」
・
第
六
巷
・
三
八
O
頁
。
明
治
初
期
に
お
け
る
養
子
戸
主
離
豫
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
高
柳
・
前
掲
養
子
法
㊧
・
國
家
學
會
難
誌
第
四

　
一
巻
八
號
八
九
頁
－
九
一
頁
。
角
田
幸
吉
「
日
本
親
子
法
論
」
一
四
五
頁
ー
一
四
八
頁
等
参
照
。

（
2
5
）
　
前
掲
「
裁
剣
所
及
ヒ
司
法
官
意
見
書
」
（
中
）
・
五
二
枚
裏
－
五
三
枚
裏
。

（
26
）
　
前
揚
書
・
五
二
枚
裏
。

（
2
7
）
（
2
8
）
　
前
掲
書
・
四
九
枚
裏
i
五
〇
枚
表
。

（
2
9
）
　
拙
稿
・
前
掲
戸
主
椹
⇔
・
五
一
頁
ー
五
二
頁
。

（
3
0
）
　
前
掲
「
裁
剣
所
及
ヒ
司
法
官
意
見
書
」
（
中
）
・
二
八
枚
表
裏
。

（
3
1
）
　
第
一
草
案
以
來
、
養
子
は
男
女
を
総
聡
し
た
が
、
法
文
上
、
明
確
で
な
か
つ
た
。
そ
れ
が
た
め
、
す
で
に
第
一
草
案
に
封
し
、
そ
の
黙
を
明
白
に
す
べ
し
と

　
す
る
主
張
が
、
内
海
忠
勝
（
兵
庫
縣
知
事
）
の
意
見
書
（
「
民
法
編
纂
二
關
ス
ル
諸
意
見
書
綴
込
」
・
學
振
版
・
五
二
枚
表
）
及
び
曾
根
誠
藏
（
京
都
始
審
裁
剣
所

　
検
事
）
の
意
見
書
（
「
民
法
草
案
意
見
書
人
事
相
績
」
・
學
振
版
・
一
六
枚
表
）
等
に
み
え
て
い
る
。
な
お
、
註
（
珀
）
参
照
。

（
32
）
　
尾
崎
・
前
掲
「
意
見
書
第
二
」
・
前
掲
「
意
見
書
壼
號
」
・
一
三
八
枚
裏
。

（
未
完
）


